
委員および河川管理者から提出された検討項目、ご意見とりまとめ表（案）

Ⅰ－１ 提案、ご意見＜総論＞

意 の 容御意見、提案の内容 提案者

現状と将来像の基本設計像を描く際には、持続性がキーワードとなる。 和田委員（No.52 淀）

琵琶湖・淀川水系は他の水系と異なる、古代からの固有の生物群をもっている。 第８回淀川部会（谷田委員）

琵琶湖・淀川水系は世界的にも珍しく長い歴史持っている。ゆえに文化的な意味も含めて議論する必要がある。 第6回委員会(川那部部会長)

雨が降ったときには被害が起きない程度に水が入ってくるような高水敷が存在する淀川 第８回淀川部会（有馬委員）

川は山から始まり 終的に海まで続いている。このようなことを踏まえて、川の位置づけをどう考えるかを基本に据えたい 第８回淀川部会（倉田委員）

源流域から河口まで魚が移動し、棲息できる河川整備計画とすべき 第８回淀川部会（渡辺委員）

歴史や住民の思い入れがわかる形になっている川がいいと思う 第８回淀川部会（山本委員）

「短期的・「刹那的」な目標設定」→「自然の歴史を考えた真に長期的な目標設定。現状から考えるだけではなく、理想的に
はどのようにあるべきかを考えたうえで、その方向に向かって進める」

川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

現状を基準に考える→現状を基準に考えるだけでなく，「１０００年というような長い時間スケールや」，「もし原始状態から開
発するならどうあるべきだったのか」という「理想」も考える
・原始の状態，本来のすがたについての理解，再現の努力、天ケ瀬ダムの撤去，巨椋池の復活などの検討

原田委員(No.31 淀)

人のため→生き物のため，自然のためという価値観の重視・拡大
・アユがへったなら放流すればよい，といった考えの転換。

原田委員(No.31 淀)

くらしを守り，支えるハード・ソフト基盤を中長期的・総合的に整備 池淵委員（No.3 委猪）

無謀な開発をしている所は元に戻すという決断も30年後を考えると必要である。 第4回猪名川部会(田中委員)

現在の計画で今の水需要を乗り切るとしても、その後人口が減ってきたときにどうするのかというビジョンを 低限考えるべき
である。

第5回猪名川部会(田中委員)

本来きれいな水を川に取り戻すためには、川によって自然を作らせて川のなすがままに任せるという理念が必要である。 第9回淀川部会(紀平委員)

「基本的な考え方」の項目に「自然としての川がどう変動するのか」という物理的な視点を追加した方がよい。川は変動すると
いうことを念頭において河川整備計画を策定する必要がある。

第8回琵琶湖部会（江頭部会長
代理）

人と川の関係は何百年間も続いていることを考えると「基本的な考え方」の中に、歴史的な観点を付加する必要がある。 第8回琵琶湖部会（嘉田委員）

従来は短期的・刹那的な目標設定のもと河川整備計画が策定されてきたが、今後は歴史的な観点から川と人間との関わり
を考えた長期的な目標設定のもと河川整備計画を策定するという基本的な視点で議論を行いたい。

第8回琵琶湖部会（川那部部会
長）

「どのような河川、流域が望ましいか」を検討するためには、流域の自然環境を本来の自然に戻すことは不可能であることを
ふまえ、「今後どのような川のあり方が必要か」を議論しなくてはならない。

第8回琵琶湖部会（川那部部会
長）

川に対するいろいろな視点があるため、川のあるべき姿を論議するためには、河川とは何かを整理しなければならない。 第8回琵琶湖部会（三田村委員）

かつて「在地文化」「在水文化」という言葉を作りだし、文化庁の文化審議会に認めてもらったが、これらの言葉のように、「川
は本来どうあるべきなのか」については明示的に記載した方がよい。

第8回琵琶湖部会（嘉田委員）

「川はどうあるべきか」という問いに対する答えのキーワードとして、「遊びのある川」という言葉がある。単に子供が遊ぶという
意味ではなく、河川の変動があったり、遊び水があったり、多様な意味を含んでいる。

第9回琵琶湖部会（村上委員）

定量的な問題ばかりを扱うのではなく、河川がもつ文化や宗教的側面など定性的な面も含めて意見を出しておく必要があ
る。

第9回琵琶湖部会（倉田委員、三
田村委員）

一つにくくれない多様な川が存在する状況を踏まえるべきである。
第9回琵琶湖部会（小林委員、川
那部部会長）

治水、環境、利用を並立させるためには、土地開発が無責任に進みすぎてしまった。現状をいったん棚上げしたうえで、100
年後の流域の土地利用はどうあるべきか、そのビジョンをまず考え、そこにソフトランディングするための河川整備計画を考
えていくべきである。具体的には、引堤により河道を2倍、3倍に拡げることを100年後の目標とすべきである。

第8回猪名川部会（田中委員）

河川に対していろいろな要望があるため、今後20年から30年の河川整備計画を考えるならば、とりあえずゾーニングによっ
て当事者間の調整をはかることで対応していかざるを得ないだろう。しかし、将来的な環境の目標、取り戻すべき河川の姿
を考え、そこに向かっていかなくてはならない。

第8回猪名川部会（吉田委員）

端的に、何が問題なのか、何を反省すべきか、何を一番に転換すべきか、水を資源として捉え、それを利用しつくすというこ
とが問題であったし、川は洪水を封じ込めるために直線的に早く海に流すということだけにとらわれた管理を行ってきた、こ
の二つが一番大きな問題だと認識している。

第8回委員会（寺田委員）

理念の中には、身近なところで起きている問題、足元が崩れているという危機感を示す必要がある。そして、行政の肥大化
や地域住民の無責任などがその背景にあるということを指摘するべき。

第8回委員会（嘉田委員）

「淀川の将来像・あるべき姿」の”淀川”を考えるとき、本流だけでは「あるべき姿」は見えてこない。淀川本川に流入する小さ
な川も含めた「将来像・あるべき姿」を検討することによる、波及効果は大きい。

第13回淀川部会（和田委員）

河川整備計画は20、30年を対象としているが、段階的対応が非常に大事である。50年、あるいは100年、200年後の中・長
期の目標を見据えた上でこの30年を考えていくことを全部会でも考えて議論して欲しい。

第9回委員会（吉田委員）

魅力的な川（生態系、景観、学習の場として） 川上委員（No.11 委淀）

「経済的人間が中心」→「総合的人間の視点を含めた河川そのものが中心」
川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

地域的、歴史的特性をふまえ、川と生きものの関係をも含めて、総合的に考えることが必要であり、適当なバランスが大切で
ある。

芦田委員長（No.1 委）

今後は、悪化した環境を出来るだけ復元するとともに、人間による自然の調節の範囲をできるだけ限定して、生物の生息
環境を持続的に保全しなければならない。

芦田委員長（No.1 委）

「人間の利害の視点」からの河川整備→「河川の視点」および「人間の利害の視点」からの河川整備
「治水」「利水」「環境」の分類・順序の見直し
縦断的（山～川～海）不連続の修復
横断的（河川区域外～河川敷～水域）不連続の修復
河川水質の修復
排水路・用水路・人工的利用空間土木構造的整備の是正

河川管理者（No.54）

「河川の視点」および「人間の利害の視点を同等に位置づけた河川整備」河川の視点：水・土・生物（人間を含む）等によっ
て構成される複合体としての河川系（生態系）という視点

川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

注１（提出されたシートからのとりまとめについて）：
・委員および河川管理者から提出頂いた内容を要約して掲載しております。ご意見の詳細な内容については、第６回琵琶湖部会資料３－３を参照下さい。その際には、それぞれのお名前の後ろの
Noを参考下さい。また、委員名の前に会議名が記されているものについては各会議の速報を参照ください。
注２：＊の付いている項目は、「委員会で検討すべき事項」として挙げられた項目です。

１．淀川水系の目
標、理念
（次頁へ続く）

１－１長期的な展望、川
のあるべき姿等

１－２川と人との関係
（次頁へ続く）

1



意 の 容御意見、提案の内容 提案者

「河川を拘束、制御する」→「河川に生かされる」
  繰り返す破堤の輪廻からの脱却
  流量・水位変動管理の弾力化
水利用の見直し

河川管理者（No.54）

これまでは、生物と人間、水を分離させるということで事業を進めてきた。これからは、その分離を見直し、連続という観点で
事業を行う必要があると考えている。

第4回琵琶湖部会(河川管理者)

これまでの分離問題等について、一般に説明するためには、緻密な科学的なデータを積み上げる一方で、価値観の転換と
いった哲学・思想の問題も含めた両側からのアプローチが必要である。

第4回琵琶湖部会(嘉田委員)

流域全部を川だと考えると、流域に暮らしている住民の生活のあり方も含めた河川のあるべき姿を考えることが重要である。 第8回琵琶湖部会（三田村委員）

「本来の自然環境を備えた河川が望ましい」については、「理想の川はあるのか」、「川は自然と呼べるのか」を疑問に思う。
自然の川に戻すにはどうすればいいのかではなく、「我々にとってどれだけ価値のある川にするのか」を論議すべきである。

第8回琵琶湖部会（村上委員）

完璧な治水対策や渇水対策は、自然に対する意識を見失わせてしまう。フランスでは水の出る量によって住める場所と人
口が規定されている地域がある。この例を見習って、自然の中で生かされる生き方を考えてゆく必要がある。

第9回猪名川部会（本多委員）

「自然との共生」は、人と自然の境をはっきりさせ、それぞれの領域を侵さないことではじめて成り立つものである。 第10回猪名川部会（森下委員）

「自然との共生」は人間が育つ上でとても大切なこと。特に子供は、大人が感じるよりも近い感覚で自然を認識し、そこから多
くを学んでいる。

第10回猪名川部会（細川委員）

自然は、原始林等の大自然、人間と自然の力が均衡している里山的な自然、都市部の公園のような人間が作り出した自然
の3つに分けられる。それぞれの質の違いを認め、付き合い方を変えていかなければならない。

第10回猪名川部会（森下委員）

自然と人間を判然と区別することはできない。例えば、「ものを食う」ということは自然環境を自ら取り込むことであり、自然の
中の一部分を強調したものが農業である。

第10回猪名川部会（田中委員）

一般的には「自然との共生」は「自然とともに暮らしてゆく」という感覚で用いられている。確かに、本来の意味とは懸け離れ
ているかもしれないが、「自然のために自分の生活を制限する」という考え方に変わってゆくためにきっかけにはなる。

第10回猪名川部会（尾藤委員）

温暖化現象とその影響については、注意深く見守っていかなければならない。 芦田委員長（No.1 委）

地球温暖化による、世界的気候変動を考えて、渇水や洪水の頻度を警戒していく必要がある。
第5回猪名川部会(池淵部会長代
理)

従来の水資源開発は過剰ではないかという意見もあるが、渇水が短いタームで起こってきていることや地球温暖化の進展な
ど、地球環境の変化を考えれば、今後水資源が確保できる保証はない。費用面や環境との共生も考え、どうソフトランディン
グさせるか考えていくことが一番の課題である。

第5回猪名川部会(矢野委員)

環境については、少なくとも東アジアという視野で水環境を考える必要がある。国際的な連携をとって進めていくべき問題で
ある。10、20、100年というスケールでビジョンだけでも盛り込みたい。

第8回委員会（川上委員）

地球環境保全のために、行政・事業者・市民が実践すべき方策を、河川の立場から考えていく必要がある。 第6回猪名川部会（本多委員）

人口増大・成長の前提での施策展開→人口減少の前提での施策展開
・堤内地の大胆なゾーニング

原田委員(No.31 淀)

河川法改正により、治水、利水に環境が加わったが、環境の範囲は、自然環境だけを考えると対象が狭くなる。社会環境、
文化環境についても考える必要がある。

第1回猪名川部会(米山部会長)

自然環境だけではなく、都市や人口等、他のことも考える必要がある。環境に関しては自然環境、社会環境、文化環境の３
つについて考える必要がある。人は、文化のフィルタを通して自然環境を見ているが、フィルタ自体が変わることも考慮に入
れる必要がある。

第3回委員会(米山部会長)

温暖化や雨量の減少など、地球規模で起こりうる問題への対処をテーマとして取り上げておく必要がある。特に地球環境の
変化に応じて、その都度、計画を見直していくことも必要。

第9回琵琶湖部会（村上委員、川
那部部会長、寺川委員）

地球温暖化による雨量の減少といっても、現状のデータでは正確さの点で信用できない面もある。 第9回琵琶湖部会（小林委員）

世界的に水資源が枯渇している中、今後は、水資源の自由化など、経済的な動きに関しても意識しておくべきである。 第9回琵琶湖部会（村上委員）

川や湖についての法整備についても意見を投げかけていくべきである。 第9回琵琶湖部会（倉田委員）

これからは水についても供給コストに応じた需要マネジメントを考えていくべきである。水の供給が大変な場所については、
水の値段を上げてもいい。

第9回琵琶湖部会（仁連委員）

土地利用の規制等の法制度の整備についての検討だけではなく、古くなって必要のなくなった法律の廃止も考えてゆかな
ければならない。

第10回猪名川部会（森下委員）

私たち人間はどのような生活が欲しいのかということを議論した上で、ゴルフ場はいらない、ここは自然に帰す、などを考える
と良い

第８回淀川部会（槇村委員）

「使いたいだけ使えるような利水計画」→「『もったいない』との考え方のもとで、「ライフスタイル」を変えたうえでの利水計画」
川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

次世代に資源や自然環境を引き継いでいく義務を果たすためには、今のライフスタイルを変えていく必要がある。暮らしが
変われば許容の範囲も変わり、多くの環境を次世代に伝えることができる。人々が自然や河川と触れ合いながら、自分の暮
らしを川から学ぶことでライフスタイルを変えていく、このようなことも整備計画に含めていく必要がある。

第5回猪名川部会(本多委員)

人間の暮らし方次第では、整備する必要がない状況にできたのではないかという事業もあり、このような議論もする必要があ
るのではないか。

第5回琵琶湖部会(川那部部会
長)

水の使い方を啓発してゆく取り組みや、ライフスタイルそのものを変えてゆくための取り組みを今から実行する必要がある。 第6回猪名川部会（本多委員）

流域そのものが河川であるという考え方は、川と密接に関連しながら我々の生活空間があるという考え方にたっている。私た
ちの生活空間の環境をどのように考えるのか、その環境をいかに子孫に残すのか、そのためにどのようなライフスタイルを築
くべきか、を考えることが重要である。

第8回琵琶湖部会（三田村委員）

世界的に水資源が枯渇している中、今後は、水資源の自由化など、経済的な動きに関しても意識しておくべきである。 第9回琵琶湖部会（村上委員）

川や湖についての法整備についても意見を投げかけていくべきである。 第9回琵琶湖部会（倉田委員）

これからは水についても供給コストに応じた需要マネジメントを考えていくべきである。水の供給が大変な場所については、
水の値段を上げてもいい。

第9回琵琶湖部会（仁連委員）

上流・下流の連携、意識の共有 桝屋委員（No.39 委淀）

川に学ぶ体験活動   総合的な学習・体験学習に活用 *子どもの心に原風景形成、原体験の場として河川を活用。例）子ど
もの水辺再発見プロジェクト・水辺の楽校

川上委員（No.11 委淀）

人間中心的に河川を操作するという従来の考えではなく、水、河川への信仰、畏敬の念を抱き、生きる命のための環境とい
う意識を抱くことが大切ではないか。そのためにも、子供への教育が非常に大切である。

第3回淀川部会(田中真委員)

川の環境の実態とデータが違うのではないかという意見があるが、いろいろな調査の方法がある。水質だけでなく、人々がそ
の河川をどう思ったのかという気持ちもデータとして集めることが、河川を評価することにつながっていくではないか。

第4回猪名川部会(本多委員)

10年、20年で人間の価値観は変化するため、変化する価値観や生活に伴って計画自体も見直していくという柔軟な対応が
必要である。住民が参加して、20年後の日本人の生活や地球の環境がどうなっているのかという視野で今の開発を見直す
べきである。

第5回猪名川部会(細川委員)

東海豪雨のような雨の降り方、洪水について危機意識が低い。特に若い世代、子供たちが意識が低いのは問題。 第6回猪名川部会（細川委員）

１．淀川水系の目
標、理念
（前頁からの続き）

１－２川と人との関係
（前頁からの続き）

２－１地球環境

２－２社会環境

２．社会、流域全体
の視点
（次頁へ続く）

２－３ライフスタイル

２－４河川に対する意識
（次頁へ続く）
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意 の 容御意見、提案の内容 提案者

流域そのものが河川であるという考え方は、川と密接に関連しながら我々の生活空間があるという考え方にたっている。私た
ちの生活空間の環境をどのように考えるのか、その環境をいかに子孫に残すのか、そのためにどのようなライフスタイルを築
くべきか、を考えることが重要である。

第8回琵琶湖部会（三田村委員）

今の若者には、流域ごと、地域ごとに管理マニュアルを作り、過去の様子や治水対策についての知識をわかりやすい形で
伝えていく必要がある。

第9回琵琶湖部会（西野委員、村
上委員）

川の恵みがあってこそ、人間や生物は生きていける。川に親しむという人間からみた視点だけではなく、魚や生物達の立場
にたった視点をも意識してくみとり、人間と生物が共存できる場としての川を実現しなければならない。

第9回琵琶湖部会（松岡委員）

河川の現場に居る人が学校などに行って直接話をするといったことが重要。 第9回琵琶湖部会（村上委員）

このような会議の場に居る人々と一般の人々の河川への理解、考え、想いなどが離れてしまっている。 第9回琵琶湖部会（西野委員）

自己責任を問う場合には、併せて情報提供もなされるべきである。 第9回琵琶湖部会（西野委員）

今の川の状態で「自己責任」と言うのは問題がある。 第9回琵琶湖部会（寺川委員）

大阪市内の小学校で総合学習として淀川を取り上げているが、淀川を使うことばかりでなく、例えば歴史など淀川の何を学
習するかを、まず明確にする必要がある。

第11回淀川部会（有馬委員）

自然を守るということは自然のリスクを背負うということでもある。そういった意識を養っていくために、洪水の実態やハザード
マップを住民に周知してゆく必要がある。

第8回猪名川部会（田中委員）

住民は自分たちが居住する土地の潜在的な状況、特性を知るための学習をすべきである 第12回淀川部会（槇村委員）

水がただではないこと、淀川の水を飲んでいるということを、知らない子供や大人が沢山いる。このことを知らせていくことは
大事である。

第12回淀川部会（有馬委員）

望ましい河川環境を推進していくための教育の必要性という観点から、学校教育や住民活動における河川学習を充実させ
ていくようなシステム作り、支援といった項目を加えたい。

第8回委員会（三田村委員）

水害防御林（樹林帯）の育成・管理 川上委員（No.11 委淀）

「洪水は河川の中だけで防ぎ、それを超えたときは『天災』とあきらめる計画」→「洪水時には、水が河川外にあふれる状況を
もある程度考慮しながら、流域の土地利用全体で対応する計画」

川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

川西池田付近の扇状地での住宅地などの土地利用の現状は素人目にも危うすぎると
思える、もう一度大英断を覚悟し土地利用を検討すべきではないか

田中（哲）委員（No.20 猪）

流域管理には流域の水から見た適切な土地利用や人間活動のあり方を考えることが重要であり、そのためには関係者で流
域協議会のような組織を作って管理していくことが望ましい。

芦田委員長（No.1 委）

「猪名川モデル」を考える場合、いかにして二千年来の水田、緑の流域を我々自身で守っていくのか、という点が重要であ
る。整備計画でも重要視されている治水の確保のためにも、土地利用を考えていく必要がある。

第4回猪名川部会(畑委員)

河川整備については、川幅の両側何十倍の範囲を、街とつながりのある、自然を大事にするエリアとして考えていく必要が
ある。

第5回委員会(塚本委員)

森林の洪水・渇水緩和機能を超える洪水時や渇水時では、被害の軽減などをはかるには、ある程度の水準をもった森林以
外の治水、利水機能を確保することが不可欠である。どの程度の安全度とするかは、議論があると思うが、森林だけでは限
界がある。

第5回猪名川部会(池淵部会長代
理)

「豊かな森林とは何か」とは何か再考する必要があるのではないか。 第6回委員会(水山委員)

従来森林は経済的目標が管理されていたが、これからは環境財としての管理も必要ではないか。森林はもともと自然物であ
るため、かなりの許容範囲をもった目標であってもかまわない。

第6回委員会(水山委員)

森林を含めた流域全体の水、土砂に関する大規模シミュレーションを行い、その結果を評価する必要がある。洪水の発生
や費用面等、優先順位をきめて総合判定できるようなシステムができればなおよいと思う。

第6回委員会(水山委員)

森林を保全・育成し、豊かな複合樹林帯を形成して川づくりを行っていくべき。今後はダムに変わり、森林を治水の主役に
置くという方向性も必要である

第10回淀川部会（田中真委員）

森林の取り扱いによっては、川に砂が流れ出てきて防災ダムに堆積してしまう。今後、森林の取り扱いについて、農林水産
省、林野庁といった機関や森林保有者等の関係者とも協議を行っていくべきだ。

第10回淀川部会（大手委員）

健全な水循環を守っていくためには、河川だけではなく流域全体や土地利用に関する規制も考えていく必要がある。 第9回琵琶湖部会（仁連委員）

都市部の洪水対策では緊急避難的に対策を講じながら、長い時間をかけて土地利用、都市計画を含めた抜本的対策とい
う大きな方向へ持っていくべきである。

第12回淀川部会（槇村委員）

治水対策の一環として都市計画について議論される場合には、片方の当事者である都市計画側の意見も聴きながら議論
を進めるべきである。また、農地と市街地では流域管理の進め方、計画実現の時間軸等かなり手法が異なってくる。現場ご
との議論が必要ではないか。

第12回淀川部会（傍聴者）

河川改修を行うと、沿岸海域の漁場にも変化が起こる。その意味で流域委員会は、海に対しても責任があると認識するべき
である。

第8回委員会（倉田委員）

府県市に管理が委託されている準用河川、委託河川についても、今後どうしていくのか盛り込んでいきたい。 第8回委員会（塚本委員）

川の水は全て堤内から流れてくる。水質を考えるには、川の中だけでなく、流域の町全体を含めて考えていかなければなら
ない。

第13回淀川部会（紀平委員）

川が運ぶものとして、水以外に土砂が重要である。ダムの堆砂や河川改修による土砂の動きの変化によって河床の低下を
招くなど、21世紀に対応せざるを得ない問題である。もっと基本のところで触れるべきだと思う。

第9回委員会（今本委員）

多様な生態系を水の循環システムにどう結びつけるか、河川とそれ以外を区別するだけでなく不確定なところをつくれるか 第６回琵琶湖部会（仁連委員）

水循環にかかわる環境の保全、再生を可能な限りはかる必要がある。。 芦田委員長（No.1 委）

ダムなどで流砂が遮断され、上下流の河道や生態系に好ましくない影響があらわれている所では、適当な方法で流砂系の
回復をはかるべきである

芦田委員長（No.1 委）

山から海までつながっている河川、という中で何かを足したら何かに影響が出る。失うものと得るものを考えていく必要がある 第６回琵琶湖部会（松岡委員）

湖の富栄養化を防止するために、かつてそうであったように、陸の物質循環、水の物質循環が正常に機能するようなしくみ
をつくらなければならない。

第4回琵琶湖部会(三田村委員)

ダムで土砂をためるということは、堆砂容量内であっても土砂の循環を阻害するという点で問題である。ダムの容量の問題を
別にして、ダム内にたまった土砂をできるだけ海に流す方策の検討が必要であり、整備計画でも是非触れて欲しい。

第12回淀川部会（今本委員）

湧水の復元、都市部の余分な地下水を利用したせせらぎの創造、雨水の有効利用等によって、人為的に断ち切られてきた
水循環を再構築しなければならない。

第9回猪名川部会（松本委員）

「硬直的目標設定型計画」→「順応的フィードバック式計画」
基本的な考えのもとで優先順位の明確化
フォローアップシステムの確立

河川管理者（No.54）

意思決定に用いる情報はあたかも確実であるかのように考える。→ 「順応管理」の考え方を導入し，不確実性があるという
認識のもとで意思決定
・施策の結果のモニターの重視と，モニター結果にもとづいてフレキシブルに施策を変えられる態勢
・試験的に流量を増やしたり，ダム操作を変更して，その後の生態系の回復をモニターするような調査

原田委員(No.31 淀)

ベースの理念・哲学はそのままに、各論部分や詳細については将来の再検討、改訂を妨げない方向に進まねばならない。
後世にチェックを委ねるところは委ねて良い

山本委員（No.48 淀）

すべての事業について、その結果を評価しながらフォローアップしなければならない。 芦田委員長（No.1 委）

２．社会、流域全体
の視点
（前頁からの続き）

３．整備、計画の
視点
    （次頁へ続く）

２－４河川に対する意識
（前頁からの続き）

２－５流域管理

２－６水循環、物質循環

３－１整備、計画のあり方
（次頁へ続く）
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意 の 容御意見、提案の内容 提案者

計画がどのように進められていくのかをチェックし、議論する受け皿をつくっておくことが重要である 第６回琵琶湖部会（寺川委員）

誰が主体で、誰が責任を持つのか、水や川は誰のものか等の所有権も明確にした形でのアクションプランが必要 第６回琵琶湖部会（嘉田委員）

行政中心の計画→市民とのパートナーシップの下で、計画のメニューをオープンにして、お互いの理解の上で、計画を詰め
ていくべきである
・環境問題を含めて、流域全体の自然環境に対する現状認識を官民ともに同じレベルの上にたって、個々の問題に対処す
べきである

大手委員(No.8 淀)

「『寄らしむべし、知らしむべからず』とでもいうべき行政中心の整備設定」→「住民が知恵を出し、それを行政が推し進める
かたちの整備設定」

川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

ハードウェア的施策の重視→ソフトウェア的施策の比重の増大
・従来より広い範囲の施策の検討。ハードウェア的施策とソフトウェア的施策のオープンな比較
・ダム計画の再検討。細かい利水調整による，流量回復の可能性の検討。利水の意義の再検討

原田委員(No.31 淀)

「治水」「利用」という項目の中に「環境」が溶け込んでいる河川整備計画にできないかと思う 第６回琵琶湖部会（村上委員）

改修は流域の途中からではなく、下流域から順に行うのが望ましい 渡辺委員(No.53 淀）

整備水準の設定にあたって今後予想されるリスクとそれに対する備えと考えを持っておく必要 池淵委員（No.3 委猪）

河川法改正により国土交通省は水質保全に積極的に関わる必要がある。 川上委員（No.11 委淀）

「水のない川は川ではない」、こうした滋賀県の河川の状況を踏まえたうえで議論がなされるべき 小林委員（No.17 琵）

「水はとにかく早く海に流し、一方でダムで水を貯める計画」→「水量の変化する自然な流れを治水の基本とする計画」
川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

伏流水となって荒れた河原になっている中流域を中心に、上流域の水源涵養にもかかわりながら河川の整備の方向性につ
いて、これまでとは異なった発想で検討すべき

小林委員（No.17 琵）

「洪水期・渇水期を中心とした計画」→「平常時を含めた計画」
川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

土木工事と水防の関係が理解できる具体的な施策とする必要がある 第８回淀川部会（荻野委員）

川、湖での遊びの部分をきっちり押し出した方がよい 第６回琵琶湖部会（寺川委員）

多自然型→近自然型川づくり（魅力ある川づくり、伝統的河川工法の見直しと活用、天然材料の使用） 川上委員（No.11 委淀）

無制限な開発や人間の土地利用の後追いで治水対策を行なってもだめである。まずこういう川にしたいというビジョンがあっ
て、河川計画を考えるべきではないか。

第1回猪名川部会(田中委員)

住民が川を認識し、川と親しく付き合うためには、川や水だけではなく堤内地も含めたつながりがないと関心が持てない。そ
のため、国土交通省で河川の連続性をふまえ総合的にやっていくことが重要ではないか。

第7回淀川部会(塚本委員)

水需要の増加に対応した対策をとるのではなく、国土交通省として節水を呼びかけ、水利用をセーブさせることも重要であ
り、そういった取り組みも整備計画の中に位置付ける必要がある。

第5回猪名川部会(本多委員)

形態交流システムとは計画や事業に関わるそれぞれの組織や人がお互いや周囲の状況を判断しつつ活動し、問題が起
こったら、もう一度目的を探し直す進め方である。今後、この進め方にのっとって、全利害関係者が集い、計画を作りながら、
事業を実施して常に計画を塗りかえる、という進め方に変えていく必要がある。

第5回琵琶湖部会(村上委員)

これまでは、川からいかに水を溢れさせないかという観点ばかりが重視されていたが、今後は川の立場になって考えるという
熱意、いかに川に汚染物を入れないか視点を持たなければならない。

第9回淀川部会(田中真委員)

河川整備計画を策定するうえでは費用対効果は大きな柱ではないと思うが、具体的な施策を検討する際には費用対効果
を考慮する必要があるのではないか。

第9回淀川部会(原田委員)

河川整備は公共土木事業であるから、費用対効果の考え方は重要である。しかし、お金に反映できない芸術性等の心の問
題とどう折り合いをつけていくかが非常に重要である。

第9回淀川部会(荻野委員)

これまでの河川管理は洪水期に水を封じ込めることを 大目標にしたため、川がただの排水路、放水路になってしまい、人
とのかかわりを断絶してしまった。今後は、洪水期という異常事態を想定した河川管理のあり方を根本的に変えなくてはなら
ない。

第9回淀川部会(寺田委員)

人間のライフスタイルや意識、環境についての考え方、専門家と地域住民のパートナーシップの重要性など、これを河川整
備計画の中でどう取り扱うかという問題がある。流域全体の協議会など、システムをこの整備計画の中で提案していくことが
必要ではないか。

第6回委員会(芦田委員長)

自然の側にたった工事の仕方、人間生活のあり方を変えていくような河川整備計画を策定すべきである。 第8回琵琶湖部会（松岡委員）

川は街に流れており、街の一部でもあるので、その街にあった川のあるべき姿を育んでいくとともに、流域に暮らしている住
民の意見を反映した河川整備計画を行うべきである。

第8回琵琶湖部会（井上委員）

行政に携わる人はもっと現場にいって欲しい、でなければ住民の要望も大きな声だけが通って、本当にあるべきことが計画
されないということが起こってくる。

第11回淀川部会（紀平委員）

これまで行われてきた事業に対する評価体制が不充分である。終了した事業を評価する仕組み、計画変更のためのプロセ
スづくりを考える必要がある。

第9回琵琶湖部会（村上委員）

順応的管理については、国の他省庁、県や他の部課、市町村も含めた仕組みを考える必要がある。 第10回琵琶湖部会（寺川委員）

整備の方向として、すべて画一的に行うのではなく、各地域それぞれの状況に合わせて、弾力的に運用できるようにする必
要がある。

第10回琵琶湖部会（村上委員）

整備計画のあり方を考える場合にも、歴史的、文化的問題をちゃんと考えることが必要。 第10回琵琶湖部会（江頭委員）

滋賀県のそれぞれの河川ごとの整備計画のあり方、方向性も示しておくべき。 第10回琵琶湖部会（小林委員）

「中間とりまとめ」には、よい計画を作り、それが実行され、なおかつフォローできるような仕組みを、全体として入れるべきで
ある。

第8回委員会（寺川委員）

言いっ放し、聞き放しという批判を受けないように、もう一歩踏み込んで、計画をどう検証するのか、どこに間違いがあるの
か、何故うまくいかなかったのか、ということが後の世代の人にわかるような形で残せるシステムをつくっておきたい。

第8回委員会（尾藤委員）

計画の背景にある構造的な矛盾、本当の豊かさとは何か、本当の自然とは何か、といった内在的な悩み等についても記述
しないとリアリティが出せない。人間と環境とのかかわりについての答えがないし、全体的に言葉が綺麗すぎる。

第8回委員会（嘉田委員）

“一定レベルの洪水は社会的に許容しつつ…”“保険、補償等の検討”のような治水に関する表現はこれまでの国や自治体
の注意義務の範囲にかなりの影響を与えてしまいかねず法律的には問題があると思う。

第8回委員会（寺田委員）

「流域（管理）委員会」では、流域住民による組織を作り、住民に何らかの権限と役割を与え、責任を果たさせることが重要で
ある。大きな行政も入った組織を作り、一構成員として住民の代表が入る従来のパターンでは意味がない。

第8回委員会（寺田部会長）

フォローアップの仕組みについて、計画が出来上がってからどう管理するかではなく、作成段階での協議が必要である。た
だ、住民の意見を聴けばそれでいいということではなく、どのようなメンバーでどういう組織を作り、何を協議するのかまで、明
確にしておく必要がある。フォローアップ委員会の設置だけでは不十分である。

第8回委員会（寺川委員）

「代替案設定とその多面的評価」については、国土交通省の優れた情報量、技術力を 大限に発揮して、施策や事業の選
択肢を出してもらうべきである。決断は、住民の選挙によって選ばれた人が下すというシステムが今の原則的なものになって
いる。十分な情報の開示と、それに対する不満など、住民意見が自由に出せる保証が確保されていれば良い。

第8回委員会（尾藤委員）

「代替案の設定」については、選択肢の中から選んでもらうというやり方ではなく、多くの案を多面的に比較検討した結果国
土交通省が 善と思われる案を出し、このような点から も良いと判断したという形で出されるものと理解している。

第8回委員会（芦田委員長）

３－１整備、計画のあり方
（前頁からの続き）
（次頁へ続く）

３．整備、計画の視
点
 （前頁からの続き）
 （次頁へ続く）
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意 の 容御意見、提案の内容 提案者

代替案を検討して決めるという中には、住民投票条例のように住民の中での議論を踏まえて決めていくという過程が必要で
ある。

第8回委員会（寺川委員）

今、やるべきことだけでなく、現在の河川法が次にどのような方向に変わるべきであるかといった、少し先の問題まで含めた
提言をすることも必要である。

第8回委員会（川那部部会長）

現段階で判断がつかない問題については、複数の案を並記することも必要となる。また、いくつかの望ましい選択肢を示す
という書き方もあり得るのではないか。

第8回委員会（川那部部会長）

現時点では、事業アセスメントに限定されている環境影響評価の手続きを、計画段階でも実施するよう提言していくべきであ
る。それと共に、施策の決定に必要不可欠である、何もしないということも含めた代替案との比較検討が日本では実施されて
おらず、そのことを明記することには大きな意味がある。

第8回委員会（寺田部会長）

代替案との検討に関連して、環境の評価軸をどうするか、どれくらいの環境負荷までなら社会的に容認できるのかを、コスト
等も含めて議論をしておく必要がある。

第8回委員会（江頭委員）

環境の評価軸については、例えば、ダムへ魚を遡上させるための魚道をつくるためだけに何百億円の公共投資をしていい
のか、むしろ、新しい環境に適応した生態系を守っていく方が環境順応型であり、コストも安くすむという意見もある。悩むと
ころである。

第8回委員会（川上委員）

日本初の事業達成、計画達成のチェックリスト付きの河川整備計画を提案する。 第8回委員会（川上委員）

国土交通省は環境問題をダム建設と同等に自分たちの仕事と考えて、しっかりと予算を請求して実施してゆくべき。
第10回猪名川部会（米山部会
長）

治水においても利水においてもオルタナティブ（代替案）をいくつか提示し議論することが大事である。
第11回琵琶湖部会（川那部部会
長）

整備計画を作るにあたって、各分野の具体的な問題は、多数決には向かない問題だと思う。
第11回琵琶湖部会（川那部部会
長）

長いスパンの計画を作るのならば、時間の流れによって、論点を修正していく仕組みを持たせることが重要。アセスメントきっ
ちり行うという枠組みを持たせ、そしてそのアセスメント自体の方法も流動的に変えていけるよう仕組みがあったほうがよいの
ではないか。

第11回琵琶湖部会（川端委員）

人の選択は必ずしも合理的あるいはデータに基づいているとは限らない。そもそも社会には、科学では見えないことの方が
多い。データや科学的根拠はなくとも、ある程度は意図的に数量化できない定性的なことも価値観として示していかざるを
得ないと思う。ただし、何故その価値判断をしたのかは記録として残していく必要がある。

第11回琵琶湖部会（嘉田委員、
藤井委員、
寺川委員）

地球の温暖化などまだ科学的な根拠が不明確な部分があるものであっても、それがかなりの確からしさを持ち合わせてお
り、かつそれが社会にとって致命的なことになると予測できるのであれば、やはり対策を行っていくべきだと考える。

第11回琵琶湖部会（川那部部会
長）

ハードからソフトへの移行 川上委員（No.11 委淀）

ローコスト化 川上委員（No.11 委淀）

無駄をまったくなくすぎりぎりのコスト計算には不安を感じる。 山本委員（No.48 淀）

あるべき全体像から具体的な現場の取り組みが見直され修正されてきた教訓は大きい 尾藤委員（No.33 委）

事業による影響を予測し、大きな影響があると予測されたものについては、途中の結果を見ながらゆっくりと進めて行くことが
大切

芦田委員長（No.1 委）

河川工事を全部実施せずに、次の世代に残しておくということも考える必要がある 第８回淀川部会（荻野委員）

河川事業というのは「触らない、保全する」ということも一つの大事な事業ではないか 第８回淀川部会（田中(真)委員）

何もしない勇気というものを国土交通省には持ってほしい。それは立派な見識である 第８回淀川部会（山岸委員）

自然の保全だけでなく、回復が必要な事態になっており、自然を取り戻すための公共事業を実施する必要がある。また、そ
の際に市民やＮＰＯなど多様な主体の参加によって自然を再生していくことが必要である。

第5回委員会(鷲谷委員)

全ての河川事業に費用便益分析の概念をあてはめられるかという問題がある。河川管理者から、便益と費用の考え方を示
して頂き、それを踏まえてどのような目標を持つべきか、議論したい。

第5回琵琶湖部会(仁連委員)

川の石組みに関しては、石組み造りの技術が伝承されていないため、技術を掘り起こし、石組みを造れる業者の育成を手
がける必要がる。

第8回琵琶湖部会（寺川委員）

猪名川流域には、大阪には珍しい大型の野生動物が生息している地域があるが、これらの豊かな自然環境を守ってゆくこと
も、河川の範囲内でしっかり事業化してゆくべきことではないか。

第8回猪名川部会（本多委員）

ダム等の構築物も50年経てば自然の一部になってしまう。今後、新しい構築物をつくる場合には、いかに自然と共生させて
ゆくかを考える必要がある。

第9回猪名川部会（矢野委員）

「何もしないことも1つの大事な事業である」というのは、具体的に何もしないとどういうことが起こるのか、という事例をある程
度紹介しておく必要がある。今後の検討すべき課題の中に、“何もしない場合に何が起こるのか”という議論を付け加えた
い。国内だけでなく外国も含めてなくべく多くの情報を集めておきたい。

第10回琵琶湖部会（川端委員）

国土庁を中心とした6省庁の調査の中では、「自然の回復に人間はおずおずとお手伝いをする」という言葉を使っていた。
「保全」という言葉の中には、当然、手を加えるという意味が入っている。

第10回琵琶湖部会（小林委員）

「何もしない」という言葉の意味を考える場合、しばらく何も手を加えない、今のまま進める、今まで行っていなかったことを行
う、今のやり方を変える、今やっていることをやめる、この5つをきっちりと使い分けて考えるべきである。

第10回琵琶湖部会（川那部部会
長）

事業の予測を行うにあたっては、希少生物も含めて河川が持つ財をきっちり調査して、データベース化しそれに基づいて予
測するという手続きを踏む必要がある。

第10回琵琶湖部会（村上委員）

“大きな影響のあると予測されるものについてはゆっくり進めることが必要”という記述があるが、“進める”という感覚が強く、
“ゆっくり”というという意味もよく分からない。“影響を抑える方法等が分かるまで検討する”等の表現に変更するべき。

第10回琵琶湖部会（川端委員）

“ハードからソフトへの移行”は、ソフト事業への力点の移行、住民への呼びかけ、計画の見直しなど、いろいろな意味が全
て含まれていると解釈していきたい。

第10回琵琶湖部会（川那部委
員）

ソフト事業に関連して、住民は知恵を出すだけではなく、実際の工事の段階においても、積極的に参加できる仕組みづくり
を加えたい。

第10回琵琶湖部会（村上委員）

住民が実際の事業に参加するということは理想ではあるが、大変である。しかし、本当に長い目で見た場合は、住民が汗を
流さないとよい川作りができないというのは事実だと思う。

第10回琵琶湖部会（川那部委
員）

河川の石積みなどの伝統工法についても、専門家が集まって、残された石積みを研究し、知恵を出し合いながら作っていく
こともできる。

第10回琵琶湖部会（寺川委員）

伝統工法を継承していけるような人材の育成も重要。
第10回琵琶湖部会（小林委員、
寺川委員）

多自然型工法等の環境に配慮した従来の技術について、何の評価もなされていない。こういった技術が環境に対して有効
だったのかどうかという評価をする必要がある。また、その評価を公表する仕組みも必要である。

第10回猪名川部会（森下委員）

経済性にも配慮し、不要な公共事業を抑制する仕組みを組み込みたい。 第13回淀川部会（荻野委員）

「維持流量の問題」や，「水位変動に依存した生き物の保全のための水位（流量）管理」の問題においては，適応（順応）管
理の考え方は重要

原田委員(No.31 淀)

河川管理者は治水と利水の河川技術者。自然や生き物のことは専門家に頼る。→河川管理者は，野生生物やその生息環
境を含めて，河川を総合的に管理できる人（組織）
・生き物や環境は公的財産でそれを守るのは，管理者の重要な仕事であるという国民的コンセンサスをつくる。「管理」の専
門家を育てる

原田委員(No.31 淀)

淀川水系全体を国立公園に指定することを提案したい 第８回淀川部会（小竹委員）

３－１整備、計画のあり方
（前頁からの続き）

３．整備、計画の視
点
（前頁からの続き）
（次頁へ続く）

３－２事業のあり方

３－３管理のあり方
（次頁へ続く）
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意 の 容御意見、提案の内容 提案者

淀川の自然を守るための一つの方策として、淀川を河口まで国立公園にすることを提案する。そして、今後は、国、府県、市
が河川整備、河川管理の面でより連携していくことが必要である。

第9回淀川部会(小竹委員)

水が流れていなければ川ではない。そういう意味で低水管理の問題を考えることは非常に重要である 第６回琵琶湖部会（宗宮委員）

後の世代も自然の恵みを利用できるよう長期的な持続可能性を優先させるなど、つながりや広がりを重視した管理が必要で
ある。また、生態系については分からないことが多いため、不確実性を前提とした管理の手法を取り入れる必要もある。

第5回委員会(鷲谷委員)

ダムを造れば水質が低下するため、それを下流でどう補うのか、全体での河川の維持管理を考えていくべきである。 第5回猪名川部会(松本委員)

川のことにも地域のことにも詳しく、合意形成能力も持っている「川守さん」というような人物を育成することを提案する。今、
河川管理者はそこまでは賄いきれておらず、住民団体も河川管理者がやっているほどの仕事はできていない。

第5回琵琶湖部会(村上委員)

河川のもつ多様性を考えた場合、河川管理者の権限と能力には限度があり、河川管理者に期待すべきことと期待すべきで
はないことを明確にするような議論も必要である。

第9回淀川部会(荻野委員)

今後の河川整備計画は心の問題も含めて幅広く多面的な視点から考える必要があるが、現在の河川管理者は土木工学の
専門家で構成されているため、ミスマッチが生じているのではないか。

第9回淀川部会(荻野委員)

若者には他の遊びを選択する余地もあるので、水を守るという本質から見た場合、このような遊びの行動には何らかの歯止
め、条例等の仕組みを用意すべきではないか。

第9回淀川部会(田中真委員)

河川利用者と流域の住民は、時間や空間の規制や量的規制とお互いの紳士協定によって、棲み分ける必要がある。 第9回淀川部会(小竹委員)

琵琶湖をダムの様に使う発想は自然の予定に逆らう行為であり、その問題をどうとらえるべきか、議論する必要がある。 第6回委員会(川那部部会長)

流域管理全体から見て、関係者で流域協議会のような組織の設置などの提言が必要ではないか。 第6回委員会(芦田委員長)

流域住民が直接河川管理に関わることができるような河川管理のあり方を問い直す必要がある。 第8回琵琶湖部会（村上委員）

行政は、湖沼に対する概念を持っているのか？河川と湖沼では生態系も大きく違うし、違った管理が必要。そのあたりにつ
いては、琵琶湖についても議論をしておいたほうがよいと思われる。

第10回琵琶湖部会（三田村委
員）

不確実性を前提とした管理の手法を取り入れることが必要なのは、生態系の問題だけでない。物理的、化学的な問題、人
間の問題においても全て同じである。

第10回琵琶湖部会（川那部部会
長、江頭委員）

淀川の全域を国立公園の保護区にすることを提案している。河川レンジャーの創設には賛成である。原水から河口まで管
理区間にとらわれず全域を管理できる体制を希望する。

第13回淀川部会（小竹委員）

流域センター、河川レンジャーについては、水防団の高齢化等による弱体化を念頭に、水質、生態系、あるいは安全といっ
た環境監視。また、子供達が川に親しみ、学べる場の提供、川に関わるＮＰＯ等への支援、それらを総合的に含めた多様な
役割を担えるものを考えている。また、河川レンジャーには権限の付与、報酬、或いは保険制度のようなものも必要ではない
か。

第9回委員会（川上委員）

レンジャー制度は既に行政レベルで実施されているが、ここでは民が担うというところが要点である。どのような役割、権限を
持たせるかが大きな課題である。うまく機能させるシステム作りが重要である。各部会が統一した見解を持って提案すべき部
分である。

第9回委員会（寺田委員）

流域委員会を作るには、意志決定機構としての委員会だけでなく、工学的な技術のバックグラウンドを支援するテクニカル
な河川管理委員会、環境も含めた生態系に関する専門委員会など複合的な組織にするべきである。

第9回委員会（谷田委員）

流域センターに普通の人たちが立ち寄るように河川管理と共に、もう１つの柱として、河川のフィールドミュージアムのような
楽しみの機能を付与することも提案したい。

第9回委員会（嘉田委員）

流域センターと河川レンジャーについては、新たな雇用創出、子供の育成の場、さらには未来の河川レンジャー、河川管理
者等、川に関わる人材の養成の場としても位置づけたい。

第9回委員会（川上委員）

流域全体の管理を決定できる、専門家委員会や行政なども含んだ組織があることが一番重要である。これは重々しく、住民
が立ち寄れなくても仕方がない。また琵琶湖・淀川水系は広域であるが全体計画を立てるコアの流域センターが必要であ
る。また、ブランチとしてのサブエリアはあっていいと思う。

第9回委員会（谷田委員）

「川づくりマイスターの養成」を提案している。川づくりの専門家をつくり、長期に一貫して河川を管理していく仕組みが将来
必要になるのではないか。

第9回委員会（寺川委員）

全河川にフィールドミュージアムのようなものが必要である。河川レンジャーのようなインタープリターのたまり場があり、子供
達が遊びに寄れるような教育的施設が必要である。併せて、河川公民館的な地域での河川の問題について話し合う場が常
設されていることが重要である。特に浸水被害など問題のある流域に優先的に設置するなどのバランスをとっていくことも考
えられるのではないか。

第9回委員会（吉田委員）

省内の連関（特に農水・国交内部）
道路局（道路、橋梁）との連携

川上委員（No.11 委淀）
谷田委員（No.21 委淀）

多くの関係省庁が関わる必要がある 第８回淀川部会（田中(真)委員）

「総合化」という考えが重要であり、具体的には行政間の調整、連携ということになる 第８回淀川部会（槇村委員）

ＮＰＯとのパートナーシップ 川上委員（No.11 委淀）

既存のNPO組織ばかりでなく、意識のそう高くない住民にも参加、発言を促し、モチベーションを高める工夫が必要。 山本委員（No.48 淀）

今後、整備計画で、河川管理者と住民（NPO含む）等のパートナーシップの適切なありよう、意見調整をする機構を考えては
どうか。

山本委員（No.48 淀）

地域住民・NPO・研究者・河川管理者の継続的交流・活動の推進のための「流域センター」の整備 川上委員（No.11 委淀）

ＮＰＯを開かれた河川づくりに関係づけるための具体的なプログラムを考えるべきである 第８回淀川部会（荻野委員）

市民との対立関係のもとでの開発・調査→市民との協力関係のもとでの役割分担（行政と市民の有意義な役割分担と協
働。市民活動への補助－水防団の役割，市民による調査等を河川管理に位置づけ，補助）

原田委員(No.31 淀)

河川のエキスパートである河川管理者の熱意や知識をもっと生かす仕組みがつくれないか 第８回淀川部会（山本委員）

住民意見の聴取を恒久的に行えるしくみをつくる 山本委員（No.48 淀）

この流域委員会終了後も、いろいろな分野で交流会が実施されるように活動したいと思う 第８回淀川部会（塚本委員）

直轄管理区間が基本となっているが、市との連携など対象を広く考えるべきである。 第1回淀川部会(塚本委員)

100年先を見据えた都市計画プランが実現していない原因は、住民側のモチベーション、動機づけが欠けていたからであ
る。そこで暮らしている住民から意見をくみ上げ、ダイナミックに計画に組み入れることが重要である。

第3回委員会(尾藤委員)

地域に密着し、川に対する様々な思いを抱いている住民が自分達で調査することは、川への関心を高めることや汚染原因
を確かめる、行政に働きかける等、具体的な行動につながっている。住民の自立的な活動のためには、自分達で調査する
ことは欠かせないと考えている。

第7回淀川部会(川上委員)

行政はサービス機関であって、住民が行政を先導していく時代が到来しつつあるのではないか。今後、このようなことも流域
委員会で議論していく必要がある。

第7回淀川部会(桝屋部会長代
理)

行政には限界があり全てに対応できない。任せることができる部分は住民に任せるということではないか。 第7回淀川部会(長田委員)

行政は、淀川の環境問題について100％カバーできないため、行政の枠組みを越えた活動が行えるＮＰＯ等の組織が必要
となる。行政は税金の一部をそのような組織支援に使うべきである。

第7回淀川部会(荻野委員)

今必要なのは自然を知るため、失われた自然を取り戻すための協働である。 第5回委員会(鷲谷委員)

これからの川づくりは、環境省や農林水産省等との連携が必要ではないか。良い川を作ろうとした時、他省庁との連携も踏
まえ、どのようなプロセスが必要なのかということも議論していく必要がある。

第5回委員会(寺川委員)

３－３管理のあり方
（前頁からの続き）

３－４パートナーシップ
（次頁へ続く）

３．整備、計画の
視点
 （前頁からの続き）
 （次頁へ続く）
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意 の 容御意見、提案の内容 提案者

猪名川の山奥の開発で、さらにきれいな部分が失われるが、本当に地域住民が望んでいる工事になっているのか考えてく
べきである。

第5回猪名川部会(松本委員)

ラムサール条約の締約国会議で採用された決議と勧告文のうち、特に住民参加について、「利害関係者相互の信頼関係を
築くことが重要で、そのためには仲介人となる人材が必要」と記されている点を強調したい。

第5回琵琶湖部会(村上委員)

行政の調査は完全ではなく、市民の素早い情報収集能力と発信力を活かせるよう市民レベルの調査に対して、行政からの
バックアップすることも必要である。

第5回琵琶湖部会(藤井委員)

今後の河川管理の体制を考えるうえで住民と行政がどう付き合っていくか議論することが非常に重要。法的な部分もかなり
関係してくるので、法律分野の専門家の意見も聴く必要がある。

第5回琵琶湖部会(村上委員)

淀川の長期計画を立てるためには、漁業、河川管理、上流の林業、埋め立て、都市計画等、河川に関する行政の縦割りの
弊害を解消する必要がある。

第9回淀川部会(倉田委員)

「善意ではない人々」と、今後どのようにパートナーシップを築いていくのかを考える必要がある。例えば、環境保護団体と水
上バイクのメーカーやディーラーと議論してもらうことで、その第一歩にしてみてはどうか。

第9回淀川部会(谷田委員)

知恵を出すのは、政府ではなく住民である。政府はそれを支えるためにある。 第6回委員会(川那部部会長)

行政の従来の調査に加えて研究者と市民が共同でパートナーシップをもって進めていくことが必要である。 第6回委員会(川上委員)

住民がアイデアを出し、研究者が実現のための支援をするといった方法をシステムとして持続的に実施していく財政的、法
的、制度的な仕組みが、新しい河川整備計画の中でどう担保していけるのか、具体的課題を議論していく必要がある。

第6回委員会(中村委員)

琵琶湖について他の計画と一体で議論する必要はないかもしれないが、接点をどこかで持って、位置づけしておく必要が
ある。

第6回委員会(寺川委員)

流域全体の委員会だけではなく、余野川ダムといった個別の事業ごとに委員会を設置し、地元の方々とともに議論し、市民
と行政が一体となって考えてゆくため仕組みを作る必要がある。

第6回猪名川部会（本多委員）

森林の取り扱いによっては、川に砂が流れ出てきて防災ダムに堆積してしまう。今後、森林の取り扱いについて、農林水産
省、林野庁といった機関や森林保有者等の関係者とも協議を行っていくべきだ。

第10回淀川部会（大手委員）

現在、河川のすぐそばにまで街が広がっているが、住民にはその危険性が周知されているのだろうか。 第8回猪名川部会（矢野委員）

用水路にしかいない魚を保全していくためには農水省と一体になって生態系の保全に取り組んでいかなければならない
し、下水道の整備については自治体に対して対策の提言や要望を出していかなければならない。

第8回猪名川部会（松本委員）

住民の中で合意を形成をしつつ、河川に関する情報をさまざまな方向に発信できる人材を育成することが非常に重要であ
る。

第10回琵琶湖部会（村上委員）

パートナーシップの部分についてNPO、NGOの果たす役割は大きい。位置づけをはっきりさせておくべき。 第10回琵琶湖部会（寺川委員）

省庁間の連携の部分について、環境省にオブザーバーとして参加してもらえるような仕組みを加えて生きたい。 第11回琵琶湖部会（藤井委員）

これまで国が直轄事業としてやってきた土木公共工事は、地域の人の知らないところで行われていた。それが今後どう変
わっていくのか、この辺りの位置づけを明確にすべき。また税の負担や事業計画のプロセス、地域の意思決定の仕組みに
ついて、何を前提にどう提言をまとめていくか、十分に議論する必要がある。

第11回琵琶湖部会（中村委員）

従来、伝統的に行われてきた地元の知恵とも言えるものを次世代につなぐために、社会的に意味づけをして、雇用創出を
するような形で、ボランティアではない地域環境マネージャーのようなものを、行政的なバックアップでつくることが今後必要
である。

第8回委員会（嘉田委員）

流域センターや地域環境マネージャーのようなものこそ、この河川整備計画の目玉としたい。水防団、子供への教育、若者
の雇用創出など、今の社会のもつ問題を改善することにも繋がるのではないか。

第8回委員会（川上委員）

河川に関わる住民組織（水防～ＮＰＯ、ＮＧＯ、学校）のデータベースを作成する 谷田委員（No.21 委淀）

河川行政に住民意見を日常的に汲み上げるシステムづくりと住民意識の成熟をうながすための辛抱強い公報、啓発 畚野委員（No.34 猪）

ダム建設の意見聴取の対象・補償対象は、地域住民全体 田中（哲）委員（No.20 猪）

幅広い意見をくみ上げる努力が必要である 第８回淀川部会（山本委員）

「意見を聴く」という仕組みだけでは不完全で、住民自らも負担を負う、意見を言ったら責任が及ぶ、という仕組みも考える必
要がある

第６回琵琶湖部会（仁連委員）

河川と人がどう関わっていくかというところに、インタープリター（通訳）が必要になってくるのではないか。この整備計画の中
にもしっかりと位置づけたい。

第4回猪名川部会(本多委員)

このような委員会を進めるにあたっては、委員や関係者だけではなく、広く流域住民に納得してもらい、実感や満足感を行
き渡らせることが重要である。

第9回淀川部会(山本委員)

住民団体から意見を聴く場合、開催場所によっては不公平が生ずるため、誰もが平等に参加できる開催場所を選定する必
要がある。

第9回淀川部会(倉田委員)

一般から意見を聴取する際には、善意以外の人を排除するのではなくそういう人も含めて意見を聞く必要があるのではない
か。

第9回淀川部会(荻野委員)

「どんな意見でもいいよ」と一般から意見を汲み上げるという形ではなく、現状の矛盾や不合理にぶつかっている人から直接
話を伺うほうが、実態を知ることができるのではないか。

第9回淀川部会(塚本委員)

実態をより深く理解するため、河川の周辺で起きている問題、例えばマンション問題や山林開発問題について話してくれる
方を呼んでみる必要がある。

第9回淀川部会(塚本委員)

行政からの一方的な情報公開ではなく、地域住民からの情報の発信、あるいは隠れている情報を導き出すといった本来の
意味での住民主体というようなことが情報のレベルにおいても必要なのではないか。

第6回委員会(嘉田委員)

水質について暮らしの中で受け止められるわかりやすい説明を示す努力が不十分であった。そうした努力によって水質へ
の関心が住民の暮らしの中にも芽生えてくるのではないか。

第6回委員会(尾藤委員)

今、存在する施設の情報を整理するのが重要である。地域の人が持っている伝統的な情報と公的機関が持っている科学的
な情報をどう系統的に整理するかが問題である

第8回琵琶湖部会（嘉田委員）

この流域委員会で決定したことを住民にどうやって周知徹底してゆくべきか。川本来の自然を取り戻すために高水敷に水を
走らせるといったような対策は、川のそばに住む住民の理解がなければ成り立たない。

第10回淀川部会（山本委員）

地域住民と情報共有を行うためのソフト事業への取り組みを議論したい 第9回琵琶湖部会（村上委員）

川に対して関心が薄い層への啓発や働きかけも含めて、幅広く意見聴取の方法を考えていきたい。
第9回琵琶湖部会（川那部部会
長）

情報伝達の整備や水防団等、ソフト面を真剣に考えていかなければならない。特に都会の住民が生活の中で防災意識をも
てるようなシステム作りが重要である。

第11回淀川部会（塚本委員）

情報公開や将来の街づくりについて議論するためには、地域の行政について、自治体の考えを聞いてみる必要があるので
はないか。

第8回猪名川部会（矢野委員）

今回の意見募集で猪名川流域に関わっている方々の意見を全て聞き出せたのかどうか、疑問に思う。 第8回猪名川部会（松本委員）

様々な立場にある人々との間でコンセンサスをとっていくためには、市民への情報提供や啓発といった取り組みを事業とし
て組み込んでいく必要がある。

第8回猪名川部会（本多委員）

住民意見の聴取は今後も継続して実施すべきである。その際には、ダム賛成派、反対派から意見を聞くといったように、
テーマを絞って行うべきだ。

第8回猪名川部会（畚野委員）

３－４パートナーシップ
（前頁からの続き）

３－５市民とのコミュニ
ケーション（情報共有、発
信、意見聴取など）
（次頁へ続く）

３．整備、計画の
視点
 （前頁からの続き）
（次頁へ続く）
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意 の 容御意見、提案の内容 提案者

時々洪水、時々渇水を受容するといった考え方を住民にどう伝えてゆけばいいか。また、環境に対する意識が高い人と低い
人とのコンフリクト、或いは河川利用のコンフリクト等々の様々な対立意見をすり合わせていかなければならない。

第9回猪名川部会（池淵部会長
代理）

行政だけが治水・利水・環境の問題に取り組んでいくのではなく、「自然には限界がある」ということが市民が切実に感じられ
るような取り組みも必要である。

第10回猪名川部会（本多委員）

行政は、市民のボランティアの力を借りて施策を実施してゆくことも考えてみるべき。市民と話し合いながら合意を生み出し
てゆけば、市民側にも社会に貢献することによって経済的な価値以上の心の豊かさを得られるのではないか。

第10回猪名川部会（細川委員）

新しい河川法の目的には環境の話と、住民の理解や参画が加わった。そのためには、できるだけ身近な具体的事例をだし
て流域住民に分かりやすい形で表現することが大切。

第11回琵琶湖部会（嘉田委員）

利益とコストの問題は、事例として入れることが可能。特に一般に治水や利水にかかる費用を誰が負担しているのかを住民
は知らない。その辺りを具体的な事例を基に分かりやすく住民に伝えてはどうか。

第11回琵琶湖部会（嘉田委員）

日常、 も地域に密着して生活しているのは、女性、高齢者、子供である。このような人たちが意見を言える場を意識的に作
るという意味で、「さまざまな立場の人々」、「多様な主体」といった表現に年齢、性別といったことを主体的、戦略的に書き込
むことを提案したい。

第8回委員会（嘉田委員）

「幅広い意見を聞く」という点では、現在盛んに行われている一方通行の意見書提出では意味がない。公聴会のやり方につ
いても、回数制限、時間制限をせず、論点を徹底して議論できるものにし、意見書についても回答義務を課すことで、無責
任な意見ではない、責任ある意見が出てくるようになる。

第8回委員会（寺田部会長）

代替案よりも、行政は現場に出かけ、現場の不満の声を聞いて欲しい。実状をしり、話し合うことによって生まれてくる地域へ
の愛着を含んだ意見を生かせるようなアセスメント法を作ることが大事である。

第8回委員会（塚本委員）

終的な河川整備計画ができる段階では、全体のマジョリティーを形成しているかどうか、具体的に複数の案にして、流域
住民の考えを聴くプロセスが必要と考える。手法として、無数の選択肢をつくるのではなく、幾つかのシナリオにまとめて、住
民に提示するシナリオワークショップのような方法も良いのではないか。

第9回委員会（吉田委員）

環境を中心に考えていくことが大切である。
環境重視の方向に思い切って舵をとらなければならない時期

紀平委員（No.14 淀）
山本委員（No.48 淀）

保全、回復をまず第一に考え、治水、利水に関する工事の際に「河はどうあるべきか」の論議を、役立ててもらいたい。利用
についてはその次だと考える。

紀平委員（No.14 淀）

「＜治水＞＜利水＞に影響の無い限りにおいて、環境を考えてみてもよい」→「環境保全を中心に『生態系的アプローチ』
（いくつかの国連会議における用法による）を中心とする」

川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

これまでは先ず洪水対策を行い「安全・安心」を重視してきたが、これからは「環境」の面での価値も維持管理の対象とする
ことを皆が求めるようになっているのかも知れない

第６回琵琶湖部会（宗宮委員）

川のあり方を考える上では、生きものが棲める条件づくりが重要。生き物が棲める川の持続性を保証できる限りにおいて公
園などの利用が許される

第８回淀川部会（倉田委員）

琵琶湖淀川水系の整備の方向性は、まず、琵琶湖、河川、内湖の各生態系について、生態系の構造的側面と、倉田委員と
三田村委員が河川について指摘している機能的側面を基本として検討すべきである。なお、構造的側面からは利用､治水
と環境の一部について、また、機能的側面から水質汚濁、水・物質循環、水質浄化などにかかわる課題を検討すべきである

小林委員（No.17 琵）

川・水のような自然に対しては、開発するにしろ保存するにしろ人間社会にとっての必要性や効率性のみで対応すれば誤
る場合があることを、河川法の視点移動は示唆している

尾藤委員（No.33 委）

ダムの上下を連続的につなぐ方法はないか 桝屋委員（No.39 委淀）

自然のままの川は、安心という面で子供が自発的に親しめる環境ではないと思う 第８回淀川部会（山本委員）

治水・利水の施策だけではなく、総合的な視点からの「ソフト」な施策についても説明すべきである。 第1回琵琶湖部会(藤井委員)

水量を考えるのであれば、渇水時に人間の生活活動を犠牲にして、生物のために水を流すという決断が必要ではないか。 第4回猪名川部会(田中委員)

琵琶湖総合開発は、水位を安定させることを目的にしているが、水位変動が魚類等に与える影響は大きい。視点を変えて
琵琶湖のことを考えないと、とり返しのつかないことが起こるのではないか。

第4回琵琶湖部会(松岡委員)

これまでの河川管理は、治水、利水のみで行ってきたが、現在は集水域、生態系も含めた河川管理が問われるようになって
いる。どのような管理目標を持つべきかを議論すべきである。

第4回琵琶湖部会(仁連委員)

ヨシと水位の問題では、魚の立場やヨシ業者の立場等で様々あり、全体として議論していかなければならない。
第4回琵琶湖部会(川那部部会
長)

洗堰の操作基準は治水と利水のみを考慮した過去のものであり、環境は考慮されていない。今後は自然環境等も含めると
操作規則の数値がどうなるのか考える必要がある。

第4回琵琶湖部会(川那部部会
長)

現状認識の後、哲学等についての議論も早めにしたい。例えば水需要を絶対的なものとして見るのではなく、どう抑えるの
かを議論し、その中で丹生ダムの事業をどう評価できるのかといった議論の進め方が必要である。

第4回琵琶湖部会(村上委員)

丹生ダムについては、流域委員会でも徹底した議論で方向を出していく必要がある。 第5回委員会(寺川委員)

ダム以外の方法を含めて、十分検証の必要がある 畚野委員（No.34 猪）

具体的な施策として余野川ダムについては重点的に考える必要がある。ダムの利水、治水上の必要性の検討も必要ではあ
るが、環境の面からも考えなければならない。

第5回猪名川部会(吉田委員)

50年に１日の洪水を防ぐために残り99％の日はつまらない川で過ごすのか、１日の洪水を許容して環境豊かな所に住むの
かといった選択になるのではないか。

第5回猪名川部会(田中委員)

治水や利水だけではなく、環境も人間の暮らしには大切なものであり、次の世代に伝えていくべきものである。治水、利水と
環境のバランスをどうとっていくかが大切である。

第5回猪名川部会(本多委員)

水上バイクから排出される物質が熱等によって化学反応を起こし、有害物質に変化する可能性がある。排出される物質がど
のような影響を与えるのかを事前に見極めてから、水上バイクを使用する必要があるのではないか。

第5回琵琶湖部会(一般傍聴者)

淀川は上流部でもその周囲には既に多くの人が住んでおり、被害ポテンシャルは大変大きくなってきているため、環境につ
いてだけではなく、自然回帰と災害や渇水の視点とのバランスについて、もっと議論を広げる必要がある。

第9回淀川部会(寺田部会長)

生き物を大切にした川づくりと安心して近づける川づくりのバランスをどう図るのかという点についてもさらに議論願いたい。 第9回淀川部会(芦田委員長)

本来の植生を再現するためにある程度の洪水を許容すべきだ。 第8回琵琶湖部会（寺川委員）

この流域委員会で決定したことを住民にどうやって周知徹底してゆくべきか。川本来の自然を取り戻すために高水敷に水を
走らせるといったような対策は、川のそばに住む住民の理解がなければ成り立たない。

第10回淀川部会（山本委員）

川を拘束して制御しようとしてきた従来の治水思想は、環境面においても、治水面においても、川の内側と外側との連続性
を断ち切り、ひいてはそのことが生態系を破壊し、洪水に対して非常にもろい街を生み出してしまった。川をめぐる生物と洪
水、環境と治水の問題の根本的な原因は同じところに端を発しているのではないか。

第10回淀川部会（河川管理者）

治水安全度を確保したうえで、本来の川らしい自然を取り戻すためには、高水敷の切り立った矩形断面構造を斜面にして
水際にすりつけ、多様な生物が生存する「水辺」をつくればいい

第10回淀川部会（有馬委員）

淀川の自然環境が破壊されたのは、河川公園をつくったことに原因の一端がある。今やらなければいけないことは、淀川に
川本来の環境を取り戻すこと、川らしい自然環境を取り戻すことである。治水、利水等を考え、望ましい川の姿が取り戻され
た後、利用について考えればよいのではないか。利用と利水をはっきりと分けて議論する必要がある。

第10回淀川部会（有馬委員）

今後の議論を具体的に進めていくためには、モデルケースを設定して、治水、防災、環境にわたるバランスまで考え、本当
に実のあるエッセンスを取り出してゆく必要がある。

第10回淀川部会（川上委員）

４．治水、利用、環境（境界・融合領域）
（次頁へ続く）

３－５市民とのコミュニ
ケーション（情報共有、発
信、意見聴取など）
（前頁からの続き）

３．整備、計画の
視点
 （前頁からの続き）
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意 の 容御意見、提案の内容 提案者

利用や親水性といったものと自然保護とは相容れないところがあることを一般の人々にはなかなか理解されにくい。 第9回琵琶湖部会（西野委員）

水需要というのは広域で計算すると確かに過剰傾向にあると思うが、地域によっては不足しているところもたくさん存在する、
そのような地域のことも考慮にいれた上で判断することが必要である。

第11回淀川部会（荻野委員）

これまでは生命や財産を守るために治水を優先させてきたが、今後は、都市部の唯一の自然としての河川、レクリエーション
のための河川といった様々な観点から河川を捉えてゆかなくてはならない。そのためには、議論の中で優先順位をつけてゆ
かなくてはならない。

第8回猪名川部会（吉田委員）

優先順位は地域、歴史、文化等によって変化する。多数決によって決定するのはできるだけ避けた方がよい。 第8回猪名川部会（尾藤委員）

様々な考えを持ったユーザーが、猪名川の都市部の狭くて短い河川敷に存在しているため、環境、治水、利水の間でコン
フリクトが生じている。今後、その調整のためにゾーニングという考え方を議論してみてはどうか

第8回猪名川部会（池淵部会長
代理）

河川敷にコスモスを植えることを望む団体もいれば、川らしい自然の姿を望む団体もいる。その地域によって考え方は様々
だろう。地域の住民、行政、河川管理者を含めて話し合う場を地域ごとに設定する必要がある。

第8回猪名川部会（松本委員）

都市部の河川は、大自然の力と人間の力が均衡して保たれている貴重な中自然である。教育の場、憩いの場として残して
いくべきである

第8回猪名川部会（田中委員）

これまでは河川整備やゾーニングによって、海から川への連続性や堤外から堤内への連続性が断ち切られてきた。今後
は、その連続性を取り戻すことを目標とするべきだ。

第8回猪名川部会（吉田委員）

河川を緑の回廊にするのは、生物の棲息地の連続性を回復するためにはよい考えだと思う。 第8回猪名川部会（吉田委員）

海と川の縦の連続性が様々な河川工作物によって断ち切られ、魚が行き来できなくなった。また、川と田んぼの横の連続性
も用水と排水を分離によって断ち切られた。これらの連続性を回復しなければならない。

第8回猪名川部会（田中委員）

ダムの要、不要を言う時には、治水と利水の両面からの検討が必要である。 第12回淀川部会（今本委員）

日本の河川の水生動物は、洪水の攪乱とその後の回復過程のせめぎ合いの中で生きてきた。動物の立場から言えば、洪
水を起こすことは重要である。

第9回猪名川部会（田中哲委員）

一番大切なことは、治水、利水を重視してきた従来の国土交通省のやり方を、自然環境との共存を考えたやり方に変えてゆ
くことである。

第9回猪名川部会（本多委員）

生物を生かし、自然環境も保全し、洪水も防げる技術がないのか。そういった技術を提供しないで、住民だけが洪水を受忍
するというのは、ナンセンスではないか。

第10回猪名川部会（森下委員）

現在の治水技術と河道幅で戦後 大の洪水に対応しながら、自然とのバランスをとってゆくのは無理ではないか。治水と環
境のバランスをとるための根本的な解決方法は引提しかない。

第10回猪名川部会（田中委員）

治水対策のレベルを決める際には、治水だけを切り離して決定するのではなく、環境面も組み込んだ上で全体として考えて
ゆかなければならない。そのためには、環境を数量化して評価する仕組みも必要になってくるだろう。

第10回猪名川部会（森下委員）

河川法の目的が環境へも広がることにより、関係機関、関係住民等の間に対立が生じる。調整をつけるためには、マネジメ
ントが複雑化するという認識が必要。

第11回琵琶湖部会（仁連委員）

河川の中に限って言えば、治水と環境というのは相反するということではなく、現在では双方が満たせるような技術レベルに
到達していると思う。

第11回琵琶湖部会（江頭委員）

これまでにやってきた河川政策や水資源開発が社会の将来に不安を投げかけているという状況の中では、やはり環境を重
視して、これまでの事業を根本的に見直し、我々人間や生物が安心して暮らしていけるような川づくり、水供給の維持を考え
なければならない。

第11回琵琶湖部会（寺川委員）

治水であっても利水・環境と総合的に考えることは当然であり、環境に配慮した川づくりは自明の理である。 第13回淀川部会（今本委員）

治水上、重要なのは河川の構造であって、水際で使う材料については、有効であるという明確な根拠があるのかどうかには
疑問がある。「近自然工法の見直す」という項目を挙げてもいいのではないか。

第13回淀川部会（有馬委員）

川づくりの方向性として、治水上危険な場所以外では、自然のままに蛇行する、あるいは護岸のない、自然の水辺があるよ
うな川づくりが望ましいと考える。治水・利水・環境を総合的に考えた川づくりでなければならない。

第13回淀川部会（今本委員）

整備計画の方向性の中に総合的な歴史、文化、価値観、長期的視野を組み込みたい。1つは治水、利水、環境といったも
のを横に繋ぐ歴史認識、2つは次世代への継承システム、3つは、科学と人の感性行動という3つの柱を立てる。

第8回委員会（嘉田委員）

治水、利水、環境の３つの柱がどれも大事であるが、１つの川の中では相互矛盾が起こる。「受忍」とは一方的に堪え忍ぶの
ではなく、様々な工夫で自然からの影響をしなやかに受け止めるという意味で全体的な考え方として入れないと、３つの柱を
両立させることは難しい。大事なキーワードである。

第9回委員会（吉田委員）

４．治水、利用、環境（境界・融合領域）
（前頁からの続き）
（次頁へ続く）
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Ⅰ－２ 提案、ご意見＜各論＞

御御意見、提案の内容 者提案者

水害防御の限界を明確にする。 川上委員（No.11 委淀）

人命の損失や家屋の流失などのような壊滅的な被害の発生を防止することを目標とすべきである 芦田委員長（No.1 委）

治水の手法としては種々あり、総合的な立場から検討して計画を立案すべき 芦田委員長（No.1 委）

河道で流しうる洪水規模には限界があり、それを超過する洪水では、浸水、氾濫はやむを得ないが、その場合でも壊滅的な
被害の防止と被害軽減に努めなければならない

芦田委員長（No.1 委）

キャラクターの違う3つの水系の集まりが琵琶湖・淀川水系だとすると、単川に近い水域とは少し違っていて、治水上のメリット
を持っている水系かもしれない。

第８回淀川部会（谷田委員）

発想の転換が必要である。水の氾濫によってできた沖積平野に住んでいる我々は、ある程度洪水を許容し、かつ人命は守
るという考えが必要である。

第1回猪名川部会(田中委員)

「水を抑えこむ」という姿勢では駄目だと思っている。ゆとりを持って、水を受け止めていく姿勢が必要なのではないか。一方
で水に「親しむ」と言いながら、もう一方で水を「抑えこむ」と言っている姿勢を再考する必要がある。

第5回委員会(倉田委員)

「洪水期・渇水期を中心対象とした計画」→「平常時を含めた計画」
川那部部会長（第6回琵部会資
料3-3）

現在の施設で十分かどうかを決めるには、洪水や渇水に対してどの程度の安全や水準を確保するのか、という合意が必要
である。

第5回猪名川部会(池淵部会長代
理)

これまでは200年に１回の豪雨を目標に流量を計算し、一番スムーズに水の流れる河道の形態として、低水路の真ん中を
掘って矩形断面にするという計画で工事を進めてきた。しかし、このことによって、川の中で水の流れないドライな部分と水の
流れるウエットな部分ができてしまった。この非連続な断面が生態系に深刻な状態をもたらしている。

第10回淀川部会（河川管理者）

河川整備計画にそった治水対策をもとで洪水が起こって被害が出たときに、流域の住民がお互いに納得していくためにも、
住民を含めた協議会や審議会を設定し、話し合うべきではないのか。

第10回淀川部会（塚本委員）

具体的な治水や防災について一歩踏み込んだ議論を進めていくためには、基本的な全体方針を決めたうえで、問題となっ
ているポイントを列挙し、個別に検討していく必要がある。

第10回淀川部会（川上委員）

今後は、都市計画、道路交通、人口配分といったことを考慮して、治水計画を考えてゆかねばならないため、省庁の縦割り
方式を改善し、行政の仕組みづくりを改めていく必要がある。

第10回淀川部会（荻野委員）

洪水を防ぐために砂を積み重ね堤防をどんどん高くしてきたが、堤防が高くなればなるほど、破堤してしまったときのダメー
ジポテンシャルは大きくなってゆく。また、この高い堤防が街と川の連続性や地域と川のつながりを遮断し、住民の洪水への
危機意識を次第に薄めてしまったた。この状態は洪水に対して非常にもろい状態である。

第10回淀川部会（河川管理者）

破堤による壊滅的な洪水を回避することを 低限の目標としたうえで、越水や溢水による浸水被害についてはある程度まで
は許容し、土地利用や防災対策等の対策で対処してゆく。つまり、壊滅的な被害を回避することと、浸水頻度をできるだけ
減らしてゆくことのふたつの目標があり、それぞれについて分けて考えてゆくべきである。そのとき、どちらを優先してゆくべき
か、検討する必要がある。都市部においては、破堤による破滅的な被害の回避を優先することに異論はないだろうが、たと
えば、浸水被害が多発している上流部の狭窄部のような箇所では、まず浸水被害を減らすことが優先されるのではないかと
いった意見もある。

第10回淀川部会（河川管理者）

洪水対策の越流型とは、堤防を一部低くし、越流堤を上、中、下流、 下流、両岸と全般的につくって越流させ、ソフト面や
浸水区区域内で対応する。それによって、破堤の危険がある高い堤防も不要となり、コストも抑えられると解釈してよいのか

第11回淀川部会（荻野委員）

現在の堤防をなくす、あるいは低くして越流堤にすれば、溢水の頻度は上がるが破堤の被害を小さくすることができる。この
選択も流域として合意できれば、あり得ることである。

第11回淀川部会（河川管理者）

洪水防御における「土地利用の制限、調整」は大変重要である。淀川流域は多くが市街化区域に含まれているが、地方分
権により市町村の役割も大きくなってきている。町づくり全体を視野にいれた危険区域の設定や条件づけ、建築の利用、防
災意識の醸成、リスクに関する情報提供等、流域住民の協議、合意が重要になってくる。景観も含め、大きな方向として河
川整備計画に盛り込むべきと考える。

第11回淀川部会（槇村委員）

河川だけの治水対策には限度がある。ゴルフ場開発、林野開発、宅地開発等、国土全体の問題として各省庁間が連携して
いくシステムが必要である

第12回淀川部会（田中真澄委
員）

これまでは国が責任を負うという形で、河川管理者が河川整備を進めてきたが、これからは流域住民も治水について責任を
分担していく方向へ転換してほしい

第12回淀川部会（紀平委員）

生きている川ではなく、水を流す水路のような考え方になっている。川は生きているということを前提とした、治水や河川利用
がされていない。川の見方が大切である。

第12回淀川部会（有馬委員）

淀川流域という場合と、直轄河川区間というのとでは捉え方にギャップがある。上流区間や鴨川、寝屋川、神崎川といった内
水は全て直轄区間外である。理想的には淀川オーソリティーのような、本川、上流、内水、全てをサポートする管理者をつく
り、工事実施者とも分離した仕組づくりが必要であるが、現在の制度、技術といった制約の中では、直轄管理区間と、区間外
である上流区間や内水を、また、壊滅的な被害をもたらす大洪水と中小洪水とを仕分けして、整理すれば、もっと理解しや
すくなるのではないか。

第13回淀川部会（荻野委員）

地域社会は都市化、工業化するほど、壊滅的な危険と共存することになる。行政はそのことを住民に情報開示しながら、災
害に強い社会をつくっていくということを書くべきである。

第8回委員会（嘉田委員）

基本的な考え方の１つとして、危険な所には住まないようにということと共に、危険地域に居住することは住民の自己責任で
あるという考え方もあっていいのではないか。

第8回委員会（水山委員）

過去の経緯にとらわれることなく、この時点で危険地域に居住する住民の責任を問うてもいいのではないか、全てを行政側
の責任にして、安全を保障する必要はない。

第8回委員会（水山委員）

縦割り行政が危険地域に人口が密集するという状況を招いてきたと言える。そのことを棚に上げて、住民の責任だとはいえ
ない。

第8回委員会（塚本委員）

危険地域に住むことは住民の責任もあるものの、土地利用計画、都市計画として、行政が責任をもってゾーニングをしてき
た。そこには総合性があるはずである。しかし、国政レベルになると、縦割りにならざるを得ない。すべての省庁が相乗になる
都道府県、あるいは自治会等の現場に可能な限り権限を与えることが大切である。行政システムの問題と関わってくる。

第8回委員会（嘉田委員）

どこに住むかの自由が完璧に保障された社会でなら、住民の責任を問うのも良いが、危険な地域に住まざるを得ない社会
的背景、行政のあり方を考えると、簡単には言えない部分もある。

第8回委員会（尾藤委員）

維持管理も含めて、ＮＰＯを中心とした住民に責任と権限を持たせた流域センターを主な水系に設けることを提案する。場
所だけでなく、人、物、金、情報も含めて提供するシステムが必要である。

第8回委員会（川上委員）

一般住民もリスクを分配しあうということを、委員会全体できちんと議論し、意思統一して言うべきと考える。このことは将来の
水害訴訟で国や行政の義務範囲のレベルにも影響してくる部分である。

第9回委員会（寺田委員）

河川整備計画の政策転換を基本的にして行けば、ハードマップなどの情報を周知徹底することを前提に、従来国の責任で
あった浸水被害を自己責任として対応するような社会的常識に変わっていく可能性がある。長期的には国の責任の範囲が
変わり、都市計画の権限をもつ地方自治体にもゾーニングに責任が生じる等、法的に影響すると思われる。社会的な対応を
やった上で、一定の受忍を求めるということは書いておくべきである。

第9回委員会（寺田委員）

危険地域の建築規制・強制移住の検討 川上委員（No.11 委淀）

ハザードマップによる住民への啓発 川上委員（No.11 委淀）

河川監視の自動化 川上委員（No.11 委淀）

５－１方向性、考え方

５．治水
（次頁へ続く）

５－２洪水
（次頁に続く）
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御御御意見、提案の内容御意見、提案の内容 者者提案者提案者

猪名川の雨の降り方の特徴として局地的な集中豪雨が挙げられる。集中豪雨を評価する場合には、上流域での降雨量や
被害データに加えて、下流域での降雨量や流量といったデータも出せば、流域全体の実態が見えてくる。

第6回猪名川部会（池淵部会長
代理）

猪名川流域では昭和58年以降豪雨を記録していないが、平成7年には神戸の新湊川で集中豪雨による洪水が発生した。
今後も楽観はできない。そういった点からも、降雨確率よりも、雨倍率を基準にして考えることもあり得る。

第6回猪名川部会（池淵部会長
代理）

洪水は場所によって発生確率も規模も違ってくるため、1つの基準をもとにして河川整備計画を考えていってよいのか。今
後、基準の見直しを含めて、検討する余地がある。

第6回猪名川部会（本多委員）

想定外の洪水が発生した時のリスクマネジメントを河川整備計画に盛り込む必要がある。 第6回猪名川部会（本多委員）

水田で積極的に貯留するならば嵩上げの必要があるが、農家の協力が得られるかが難しい問題である。 第6回猪名川部会（畑委員）

東海豪雨のような雨の降り方、洪水について危機意識が低い。特に若い世代、子供たちが意識が低いのは問題。 第6回猪名川部会（細川委員）

洪水防止を主目的においた河川整備では、洪水の恐怖が次の世代に伝承されず、流域住民が洪水に対する危機意識を
持たなくなる。いかに世代間に洪水の恐怖を継承するのか考えなければならない。

第8回琵琶湖部会（嘉田委員）

本来の植生を再現するためにある程度の洪水を許容すべきだ。 第8回琵琶湖部会（寺川委員）

この流域委員会で決定したことを住民にどうやって周知徹底してゆくべきか。川本来の自然を取り戻すために高水敷に水を
走らせるといったような対策は、川のそばに住む住民の理解がなければ成り立たない。

第10回淀川部会（山本委員）

スーパー堤防の問題点は、コストと、その地域の暮らしや風土の違いをどこまで考慮できるか、といった点にあるだろう。 第10回淀川部会（塚本委員）

スーパー堤防をつくっていくならば、スーパー堤防とそうでない堤防との格差をできるだけ少なくしなければ、被害が集中す
る箇所ができてしまうのではないか。

第10回淀川部会（川上委員）

2倍強の 大流量を設定するといったこれまでの川づくりは無理があるため、これからはもう少し現実味を帯びた治水対策を
考えなければならない。そのためには我々の生活のスタンスを改めることも大事である。

第10回淀川部会（田中真委員）

狭窄部の上流地域の浸水を防ぐためには、開削によって川幅を広げる方法ではなく、遊水池の機能を拡充することによって
対応すべきではないか。

第10回淀川部会（谷田委員）

遊水機能の向上という観点から、日本の伝統的な河川工法である霞堤やニセン堤、輪中を組み合わせた対策も考えられ
る。

第10回淀川部会（川上委員）

行政の協力や法律の改正が必要だが、川の外側にもう1つ、洪水時に水が流れる遊水河川部分を公共で押さえるといった
ことを考えてみてはどうか。

第10回淀川部会（倉田委員）

洪水被害を低減させるためには、堤防を高くするだけではなく、地上げによって湧水地域を確保する方法や輪中といった手
段もありうる

第10回淀川部会（谷田委員）

洪水時に都市部の地下街やビルの地下に水が流れ込む災害が頻発している。今後は都市化に伴う災害についても真剣に
考え対策をしてゆかなくてはならない。

第10回淀川部会（川上委員）

28年9月型降雨が２倍になったときの等雨量線が同じという仮定でシミュレーションされているが、 終的にその基準がハ
ザードマップにつながっていくことを考えると、非常に乱暴である。様々な等雨量線を予想したシミュレーションを10くらいは
出して、判断する慎重さが必要ではないか。

第11回淀川部会（山岸委員）

ダムはいつか壊れる時がくるだろう。100年後の人口が減少してゆく未来を考えたときに、ダムのような人工的なものに頼った
治水で本当にいいのだろうか。自然の再生力を取り戻すことを目指すべきではないか。

第8回猪名川部会（細川委員）

日本人は沖積平野という危険な場所に住んでいることを意識しておかなければならない。 第8回猪名川部会（田中委員）

何年に一度の降雨による洪水を防御するなどの考え方でやってきたが、昔に立てられた計画ですらクリアできていない。こ
れまでのやり方では洪水など防御できないと覚悟を持っていってもらいたい。

第12回淀川部会（今本委員）

ほとんどの住民が洪水を体験したことがなく、安心感を持ってしまっている。しかし、淀川が破堤しなかったのは、そのような
大洪水がなかったからで、本来、土でできた堤防とは非常に壊れやすいものである

第12回淀川部会（今本委員）

土砂でできた脆い堤防を頼りとして、洪水に対して無防備な人口や資産の集積が行われいるのが現実である。その方向は
今も進んでいる

第12回淀川部会（河川管理者）

日本はアジアモンスーン地域に位置し、台風を含めた集中豪雨が多い国である。そういう特徴を捉えた形で土地利用や都
市計画、農業、森林の問題等、総合的に考えていかなければ、土木工学、河川工学的手法一本やりでは解決できない問
題である。

第12回淀川部会（荻野委員）

予想だにしない大洪水は起こり得る。破堤を回避しながら、堤防を高くするのではなく浸水対策を考えながら、少しぐらいの
越水は住民も許容する方向でいいのではないか

第12回淀川部会（紀平委員）

応募意見の中にもあったように、スーパー堤防の問題点として、代替地や用地買収の問題、さらに代替地移転の際の税制
上の優遇措置がない等、改良、改善の余地がある

第12回淀川部会（川上委員）

将来的には農家の高齢化、後継者不足による上流地域の水田面積の減少が予想される。保水能力のある水田の減少や、
林業の衰退による山林の荒廃なども視野にいれた計画が必要である

第12回淀川部会（川上委員）

洪水を封じ込めるための対策から氾濫するとことを前提とする対策に転換するという治水に対する基本的な理念、整備につ
いての考え方を明確に転換すれば、具体的な対策も明確になり、自ずから治水対策が変わってくる。このような委員会、部
会こそが、国道交通省以外の省庁に対して、連携や権限委譲などものを言っていくべきものと考える

第12回淀川部会（寺田部会長）

治水を考える時、川だけでものを見るのではなく、暮らしの模様、土地利用の仕方など総合的に変えていく必要がある。例え
ば巨椋池など遊水池を回復して余裕を持つなど。

第12回淀川部会（塚本委員）

洪水対策を転換して、じわじわ水が上がる程度の浸水被害は許容するとするのであれば、住民の合意を得るためにもその
浸水を具体的にイメージ出来る形で示すような努力が必要である

第12回淀川部会（原田委員）

ダムは出来るだけ作らずにいくのがいいが、洪水で人命が失われる危険がある場合など、ダム以外に方法がない場合もあ
る。

第12回淀川部会（今本委員）

猪名川流域の特性として「人間が住んではいけない危険なところに住んでしまった」という点を押さえ、今後30年間をどう乗り
切ってゆくかを考える必要がある。

第9回猪名川部会（田中哲委員）

日本人は危険な列島の上に住んでいるのであり、欧米のような200年に1回のレベルの洪水を防ぐには無理がある。そういっ
たことを理解した上で、ある程度の浸水や洪水は許容するという方針を打ち出してゆくことには意味がある。

第9回猪名川部会（吉田委員）

洪水に対して100％の安全を達成するためのコストと浸水被害への補償費用を比較すれば、後者の方がコストパフォーマン
スに優れるのではないか。現状を考えた合理的な治水対策を考えてゆく必要がある。

第9回猪名川部会（松本委員）

洪水の受忍を住民に対して説得してゆくためには、浸水被害の地域格差を解決する必要がある。現状では、立ち退き要
請、輪中による対応、補償制度といったソフト面での対応が考られる。

第10回猪名川部会（田中委員）

治水対策の方向としては、開発問題も含め、悪化してきている上流域の環境保全を含めた検討が必要である。
第13回淀川部会（田中真澄委
員）

治水面で有効であると同時に、環境に配慮した工法ということであれば、現在、淀川の低水護岸で行われている多自然型
工法の見直しを挙げるべきである。

第13回淀川部会（有馬委員）

巨椋池の一部に残っている田圃を国が買い上げて遊水池をつくることを検討してもらいたい。 第13回淀川部会（紀平委員）

「受忍」できない部分は何かを書き込むべきである。人命損傷に加えて、病院施設、上下水道、電気などのライフラインも緊
急に回復される、或いは被害を 小限どに止めるなど書くべきだと思う。

第9回委員会（谷田委員）

５－２洪水
（前頁からの続き）
（次頁へ続く）

５．治水
（前頁からの
続き）
（次頁へ続く）
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御御御意見、提案の内容御意見、提案の内容 者者提案者提案者

「受忍」を考えるとき、洪水の特徴として被害を受けるところは限られる。社会全体として受忍できても、実態としては全体でリ
スクを分配することになるのか、言いっぱなしになる可能性はあるが、「社会制度の検討」という表現はやむを得ないのでは
ないか。

第9回委員会（水山委員）

洪水の可能性があることを知らされている状態では、それなりのリスクを負わなければならないということは基本的にあるはず
である。また、洪水の起こる場所は限られているが、それに対して受忍できるような状態を社会的にどのように作っていくかは
考える必要がある。その上でこの委員会で言うべきと考える。

第9回委員会（川那部委員）

浸水を防ぐより、浸水した方が良い選択である面もありえる。「受忍」と言う言葉が独り歩きしないよう、地域社会のあり方や水
害に対する取り組みといった中で書かないと難しい。

第9回委員会（芦田委員長）

猪名川部会での「受忍」についての議論では公平ということが背景になければならないということになった。実際に存在する
浸水する可能性のある地域については、浸水対策をセットで描かないと合意は難しい。

第9回委員会（池淵委員）

自然環境や自然条件に平等はあり得ない。にもかかわらず平等にしようと、水のないところに水を引いてくるなどの結果が矛
盾やひずみを引き起こしてきた。「受忍」を求めることが難しいが、共通認識を形成することに向かって努力していくべきでは
ないかと考える。

第9回委員会（川上委員）

「受忍」について、全て自主責任だと言うのではなく、全て国が責任を持つというところから、揺り戻す方向が必要であるという
立場である。

第9回委員会（嘉田委員）

５－３高潮

南海地震の発生確率が大きな数字で発表されているが、大阪湾の湾口等では津波を考えなければならない。特に下流域
では高潮或いは津波を想定しておく必要がある。

第5回猪名川部会(池淵部会長代
理)

地震調査委員会によれば、南海地震の発生確率は、10年以内は10％未満、20年以内は20％程度、30年以内は40％、40
年以内は60％、50年以内は80％、東南海地震の発生確率は、10年以内は10％程度、20年以内は30％、30年以内は50％、
40年以内は70～80％、50年以内は80～90％となっている。

第6回猪名川部会（池淵部会長
代理）

河川整備計画には、地震にともなって発生する高潮・津波による水位上昇等の被害を想定した対策を盛り込む必要がある
だろう。

第6回猪名川部会（池淵部会長
代理）

地震発生にともなう上流地域の土砂の崩壊が雨と複合すれば、土石流等が発生する可能性もある 第6回猪名川部会（矢野委員）

水防を中心にした総合防災士という資格を与えるシステムをつくり、24時間対応できる体制を構築 第８回淀川部会（小竹委員）

水防団の諸問題について、この流域委員会でも議論する必要がある。 第7回淀川部会(今本委員)

たとえどんなに都市化しても、あるいは逆に都市化したからこそ、水防活動のような地域の人の水防に対する関心をつなぎと
めるための意図的な社会的仕組みが必要である。

第5回委員会(嘉田委員)

現在の水防団組織というものが都市住民に知られていないことが問題であるので、明治以来の水防団組織をもう少しソフト
に、広がりを持ったものにする必要がある。

第5回委員会(谷田委員)

河川行政と都市計画とが連動していないため、堤防の間際にまで家が建ち、水害の危険性が増大している。この解決のた
めには、防災グループや住民による避難訓練等のソフトを組み合わせた対策が必要である。

第10回淀川部会（川上委員）

ダムや堤防といったハード面での治水対策ばかりではなく、農地を遊水池にすれば一時金を出すとか、駐車場の地下に貯
水池を作るための補助金を出すといったようなソフト面からの対策を活用していくべき。

第10回淀川部会（谷田委員）

情報伝達の整備や水防団等、ソフト面を真剣に考えていかなければならない。特に都会の住民が生活の中で防災意識をも
てるようなシステム作りが重要である。

第11回淀川部会（塚本委員）

浸水被害の想定される地域においては、３階以上の建物を高齢者や病人などを避難させる避難所として平常から契約する
など、１、２階は浸水するという覚悟で様々な対応を考えるべきである。

第11回淀川部会（小竹委員）

流域住民が平生から危機意識をもてるよう、学校教育を通して教える。防災センター、水防センターを設置し、小学校、中学
校向けに訓練を行うことが大切である

第12回淀川部会（小竹委員）

河川は広範囲を対象とするため対策工事の予算措置ができない場合もある。ソフト面の対策もとりいれて、地域毎に対策を
講じて行くべきである。また、危険地域に居住する住民の意識変革をうながしていく必要があるのではないか。

第12回淀川部会（大手委員）

流域住民の立場でいうと越水することにはやはり非常に抵抗がある。そのことを前提とするならば、住民に情報を発信し、理
解を求め、堤内地の土地利用の仕方を誘導や、意識変革のための啓発等、住民側がメリットを感じられるような、ソフト面で
の対策が必要である。

第12回淀川部会（山本委員）

「従来の水防団と違った、どのような防災組織であれば、今後どう川を守ってゆけるのか」といった具体的な議論が必要。 第10回猪名川部会（森下委員）

利水についても治水と同じレベルで中身を分析する必要がある 第８回淀川部会（荻野委員）

サッカー等のスポーツは専用施設でやるべきで河川の中でやるべきではない。本来、河川は河川としての機能を果たすべ
き場で、できるだけ自然に戻すことが大切である。公園として整備するとしても、河川環境を勉強したり体験できる自然豊か
な公園として回復させることが 低限の譲歩である。

第7回淀川部会(川上委員)

現在の施設で十分かどうかを決めるには、洪水や渇水に対してどの程度の安全や水準を確保するのか、という合意が必要
である。

第5回猪名川部会(池淵部会長代
理)

淀川の自然環境が破壊されたのは、河川公園をつくったことに原因の一端がある。今やらなければいけないことは、淀川に
川本来の環境を取り戻すこと、川らしい自然環境を取り戻すことである。治水、利水等を考え、望ましい川の姿が取り戻され
た後、利用について考えればよいのではないか。利用と利水をはっきりと分けて議論する必要がある。

第10回淀川部会（有馬委員）

「利水」ではなく「利用」という言葉が用いられている。議論が河川の利用面に偏ってしまうので「利水」とした方がよい。 第10回淀川部会（紀平委員）

災害を遮断する空間等、河川の利用は幅が広いため、流域委員会では幅広い河川の利用方法を検討すればよいと思う。
「利水」だけでは扱えない問題もあるので、利用の方向性等を含めて河川整備計画で言及すればよいのでないか。

第10回淀川部会（谷田委員）

川を川らしくするための水、河川環境を維持するための水といったような新しい水の需要についても、この委員会で検討でき
るなら検討し、認識をしておきたい。

第9回琵琶湖部会（江頭部会長
代理）

川に棲む生き物の立場に立って考えるとともに、川の水は飲み水であるということを中心に据えて考えて欲しい。川を利用す
るのではなく、川に入らせてもらうといった発想が大切である。

第11回淀川部会（紀平委員）

現在の河川法では、国土交通省が水利権の許可権者であると共に、河川整備の実務を行う事業者の一面も持つという仕組
みがある。河川管理を総合的な視野に立って行えるような、河川行政のあり方についても言及する必要がある。特に農業用
水の転用問題については、具体的な議論が必要である。

第13回淀川部会（荻野委員）

いったい誰のために、河川敷の利用を優先すべきか。今現在誰が利用しているかではなく、これから先、いったいどんな人
たちにとって何が一番大切なのかといった視点で考える必要がある。

第8回猪名川部会（細川委員）

堤外地も人のもの→堤外地は川のもの
・川の環境，野生生物維持と矛盾の小さい形での堤外地の利用

原田委員(No.31 淀)

川の恵みは権利をもつもののもの→川の恵みは（生き物を含む）みんなのもの
・開発時の補償の見直し（過去も含め）。将来にわたって川の恵みを保証するようなありかたへの転換

原田委員(No.31 淀)

河川敷の利用について
○自然のまま放置するか、もしくは 小限の管理を行う地域を策定すべき
○自然公園の姿（五感で感じる川、川の自然性を感じることのできる公園、原風景形成・原体験の場、自然学習・体験学習
の場）
○スポーツ施設は新たに作らない。広げない。徐々に減らす方向

川上委員（No.11 委淀）

６．利用
（次頁に続く）

６－１方向性、考え方

６－２河川空間利用（水
域、高水敷）
（次頁へ続く）

５－２洪水
（前頁からの続き）

５－４地震、津波

５．治水
（前頁からの
続き）

５－５ソフト面での防災
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不法占有、不法耕作、耕作物、不法係留などの排除。草刈り後の焼却の不可 川上委員（No.11 委淀）

自然が減った流域の都市部の子供たちにとって、河川敷は唯一の環境教育の場 細川委員（No.36 猪）

河川から利益を得ているのは、漁業組合だけではない 田中（哲）委員（No.20 猪）

農薬の規制・肥料流出防止 川上委員（No.11 委淀）

堤外民地所有者や不法工作者、日常的に居住する方々についても、河川の安全確保や人的被害のないよう、さらに話し
合って頂きたい。

山本委員（No.48 淀）

河川漁業は、法律上は農業と同様に食料生産を中心としており、増殖を行うという条件を付けて漁業権の設定を行ってい
る。河川の中でのレジャーが 近盛んであるが、遊漁内規定以外それに関連する法規上の取り組みはない。河川漁業につ
いても、法制上の改正を行うべきである。

第5回委員会(倉田委員)

ゴルフ場は農薬の問題や特定の人の利用などを考えると、河川敷の利用の本来の精神から逸脱しており、今後、十分議論
すべきことである。

第5回委員会(寺川委員)

河川敷にあるゴルフ場や水上バイクの問題等について、河川管理者は禁止の要求などを出すことができないのか。 第5回委員会(嘉田委員)

河川敷の整備が本当に必要かということは、委員会で考えなくてはならない。全く不必要なものではないとしても、河川敷を
整備することが適当であるのかどうかについては議論の対象になるはずである

第5回委員会(川那部部会長)

琵琶湖は基本的には誰もが自由に使用することができるが、今後、湖面を市町村に分割するなど管理のルールづくりを考え
る必要がある。

第5回琵琶湖部会(井上委員)

現在の琵琶湖の漁獲量や漁業経営体の数が、乱獲が進み資源が枯渇した1870年代に酷似している。ここでもう一度、資源
管理や種苗育成等を検討し直すべきである。

第8回琵琶湖部会（倉田委員）

これからは、魚を獲るだけではなく、水辺や水域で生物を育てることをベースとした水域生態効用型の産業を育成する必要
がある。さらにそれらを支える人の育成、湖のあり方についても考え直すべきである。

第8回琵琶湖部会（倉田委員）

名目だけの漁業者が利権を目当てに権利を維持しているという現実もあり、誰がいつどこで漁をやっているか管理する必要
がある。また河川法では放流を義務付けたうえで漁業免許を与えているが、海や湖ではそのような規定がない。法的な整備
も急務である。

第8回琵琶湖部会（倉田委員）

U字溝やフタのかかった水路や小川などをもとの形に復元し、川と流域住民の触れ合いを取り戻す。 第9回琵琶湖部会（寺川委員）

現在の自然保全地区、野草広場地区、施設広場地区といった地区で分ける分け方を見直す必要がある。 第11回淀川部会（有馬委員）

貴重な遊び場やグラウンドである河川敷はスポーツに対する意欲を持った子供たちを育成するために是非必要である。また
車椅子でも河川敷が利用できるような配慮が望まれる。

第12回淀川部会（傍聴者）

漁業は、広い意味で琵琶湖の生態系なり、水質のあり方を象徴的に表すものであるため、単に業そのものとしてではなく、
もっと広く価値を認めていくという発想が必要ではないか。

第11回琵琶湖部会（中村委員）

「水需要管理」とともに「供給管理」からの視点も必要である。降雨、気温には需要、供給の両面がある。供給サイドとしての
管理も考えなければならない。

第9回委員会（池淵委員）

節水の啓発 川上委員（No.11 委淀）

水はもはや世襲制の農業者だけのものではない 田中（哲）委員（No.20 猪）

渇水時の農業用水/工業用水との融通調整 川上委員（No.11 委淀）

利水に関する根本的な考え方として、予想される需要を絶対条件として計画を立てているのではないか。環境に負荷をかけ
ないために可能な供給量を考え、社会の節水の目標値として提案していく必要がある。また、水需要をどれだけ減らすかと
いう考えも必要である。

第3回委員会(鷲谷委員)

水需要というのは広域で計算すると確かに過剰傾向にあると思うが、地域によっては不足しているところもたくさん存在する、
そのような地域のことも考慮にいれた上で判断することが必要である。

第11回淀川部会（荻野委員）

雨水、井戸水、ため池等生活に身近な水を利用する、溜めるというライフスタイル、またそう仕向ける政策誘導が必要。 第7回委員会（嘉田委員）

身近な水の利用や地域コミュニティでの助け合いなど、都市部の脆弱な水供給システムが持つリスクを日常的に内在化でき
る水利用のあり方を考えるべき。

第7回委員会（嘉田委員）

水資源は有限であるとの認識が必要。この認識のもとに今後どう生きるべきかという姿勢を盛り込むべき。
第7回委員会
（倉田委員、今本委員）

啓発活動だけでは、ライフスタイルは変わらない。節水に向けて、例えば水を一定量しか配給しないなど具体策を実行しな
いとライフスタイルは変えられないのではないか。

第7回委員会（川上委員）

地下水、伏流水の利用法についても考えるべき。 第7回委員会（塚本委員）

将来の水の循環利用のあり方など、ビジョンを議論する必要がある。
第7回委員会
（川上委員、寺川委員）

土や植生に触れながら水が流れる状況を取り戻し、流域全体の水質浄化機能を向上させる仕組みを考える必要がある。こ
れが結果的に生態系保全にもつながる。

第7回委員会（鷲谷委員）

中水道を新たな水源として確保する、さらに農業用水と工業用水の転用の調整をすることで、循環システムを確立するという
ようなことはできないだろうか。

第7回委員会（川上委員）

利水については量とともに質の問題も議論すべき。上流（京都）の水と何回も再利用される下流（大阪）の水の価値は大きく
違うのではないか。

第7回委員会（宗宮委員）

利水・水需要、ライフスタイルの問題を考える場合、インフラ整備の検討過程も含めて、上流域から下流域まで地域全体で
情報をシェアしていかねばならない。そのことで、結果的に生態系もふくめた自然に対する影響やライフスタイルの転換など
が見えてくる。性急に結論を出すべきではない。

第7回委員会（中村委員）

利水については量だけでなく、質や安全性に関しても配慮する必要がある。その意味で利水と生態系の関係は重要であり、
水系全体の水の浄化能力向上について考えるべきである。

第7回委員会（鷲谷委員）

これまで治水や利水に関しては、壊滅的な被害を防ぐという目標のもと計画が立てられているが、環境についても同じよう
に、壊滅的な形で生態系が壊れないという状況における水の使い方とは何か、考える必要がある。

第7回委員会（川那部委員）

河川管理者から説明のあった、生態系保全のための水利用と生活用水のための水利用の関係については重要な問題であ
り、きちんと議論すべきである。

第7回委員会（今本委員）

水需要の予測は、これまでの延長では無く、30年後を見据え、ライフスタイルの転換も考慮した、こうあるべきというビジョンを
含めた予測も必要。

第7回委員会
（鷲谷委員、寺川委員）

どの程度の渇水を想定した整備を行うか、住民の合意を得ておく必要がある。 第7回委員会（吉田委員）

現行の水需要の予測の仕組みはブラックボックスのように感じた。ブラックボックスの積み上げでは過大な数字になってしまう
のでは無いか。

第7回委員会（吉田委員）

上水の水源として農業用水を転用するという考えはないのか。 第7回委員会（吉田委員）

水需要の予測においては、30年後の人口等も含めた長期的な予測も必要である。 第7回委員会（寺田委員）

過大な水需要予測に則っていろいろな開発を行ってきたことがこれまでの大きな誤りである。どのような考え方、データに基
づいて需要予測を行っているのかをきちんと検証すべき。

第7回委員会（寺田委員）

節水については、極端なことを考えるのではなく、適正な需要予測に基づき、将来開発可能な技術も考慮した上で、適切な
節水がどの程度で可能かを計算できるはずである。

第7回委員会（寺田委員）

６－２河川空間利用（水
域、高水敷）
（前頁からの続き）

６．利用
（前頁からの
続き）
（次頁へ続く）

６－３水利用
（次頁へ続く）

13 



御御御意見、提案の内容御意見、提案の内容 者者提案者提案者

水の需要を考える上で、極限状態の水利用という意味では阪神大震災における水利用の実態について把握しておく必要
がある。

第7回委員会（塚本委員）

淀川水系に関係するすべての事業者に来てもらい、需要予測についての考え方について意見を聞きたい。 第7回委員会（寺田委員）

農業用水に関係する事業者の意見も聞きたい。 第7回委員会（谷田委員）

上流にダムをつくり、住民の生活や自然、生き物にダメージを与え、その犠牲によって、下流域の都市が繁栄する社会シス
テムを改める必要がある。

第7回委員会（川上委員）

住民が水利用のリアリティや水源地の痛みを感じるためにも、水源を身近に確保することは必要である。 第7回委員会（吉田委員）

恩恵が上流域の水源地と下流域の都市部に対して、均等に行き渡っているのかを吟味することが必要。 第7回委員会（倉田委員）

淀川水系は、排水路と取水路が混在しているので、自然浄化を考える前に交通整理をする必要がある。 第7回委員会（谷田委員）

水の供給側と需要側の合意点を見つけるために、節水の程度、それをどう具体的に政策に取り込むか、個人にどこまで還
元できるライフスタイルの合意を描けるか、そのあたりも議論に加えておく必要がある。

第7回委員会（池淵委員）

洪水と渇水は、被害が瞬間的に来ない点で本質的に異なる。渇水はある一定期間は事前に予測可能で、水利用のバー
ター契約などオプション的な対応も踏まえて考える必要がある。

第7回委員会（谷田委員）

整備計画が示される時には、利水については、戦略アセスメントのように、国土交通省だけで対応するシナリオの他に、農林
水産省や市民側の対応も含めた複数のシナリオを提示してほしい。その上でどの未来を選ぶのかを議論する必要がある。

第7回委員会（吉田委員）

水道局の収支に関しても検討の対象に入れておくべき 第7回委員会（桝屋委員）

委員会で琵琶湖の水を-2mまで使えば施設はいらないという指摘があったが、琵琶湖については補償水位まで無制限に使
うのか、できるだけ大切にして使わないようにするのかについても審議頂きたい。

第12回淀川部会（河川管理者）

農業用水、工業用水で余った水利権の転用については、積極的に転用を働きかけなければ誰も放棄しない、水利権の転
用を進める手法についてどのように考えているのか

第12回淀川部会（荻野委員）

石油のパイプラインのようなものをつないで、豪雨のときはタンクに貯め、渇水のときはそれを使用するような大規模な計画
と、各家庭の水道の蛇口を1㎜か2㎜細くして節水するなどの方法が考えられる

第12回淀川部会（小竹委員）

農業用水の水余りについては、農業が今後、輸入から自国での自給自足へと戻って行くことを考えるなら、今後必要になっ
てくると思う。その辺を見据えての対応をしなければいけない

第12回淀川部会（塚本委員）

国土交通省の水需要の積算は、水道事業者から出た水需要の数値をそのまま積み上げたものである。そのような方式が基
本になった水源の確保、ダムの建設が行われていることは疑問であり、止めるべきである。

第12回淀川部会（川上委員）

上流の環境や住民の暮らしを犠牲にして水源を確保し、下流で使い放題に使うという社会のシステムは疑問である。下水処
理水を再生した中水の利用や余っている水利権の調整など検討し、新たな水資源の開発は慎重にするべきである

第12回淀川部会（川上委員）

将来の水需要の予測には、人口の減少、高齢化による水の使用量の減少も加味して検討する必要がある 第12回淀川部会（川上委員）

治水では浸水を受容する方向へ大きく転換しようとしているが、利水では何故もう少し踏み込めないのか 第12回淀川部会（山岸委員）

水道事業者は水を使ってもらうべく行動するなど社会の仕組みが水を使うようになっている。節水の仕組みなしに、節水のか
け声だけかけるのはいかがなものか。エンドユーザーである住民が水の使い方を見直す、また、水道事業者や工業用水、
農業用水での節水の仕組み作り、河川管理者として、琵琶湖やダムの水の有効使用のための施設や操作管理のチェックが
必要である。

第12回淀川部会（荻野委員）

行政が節水目標を具体的に設定し、住民が納得するように説明することで、社会的合意を形成して、住民のライフスタイル
を変えていく仕掛けをつくっていくべきである

第12回淀川部会（荻野委員）

台所も水洗便所も高度処理された「おいしい水」が使われ、「おいしい水」のいらないところで大部分が消費されているという
大矛盾がある。水の供給経路を変えて飲める水と飲めない水を区別する供給システムに変えていく必要がある。

第12回淀川部会（有馬委員）

人間の欲望は切りのないものであり、その欲望に満足を与えるために、渇水対策ダムの建設を提案したい。 第12回淀川部会（傍聴者）

水需要を減らすために市民がどこまで我慢できるのか。仮に大幅な節水できたとしても、自然状況が変化し渇水頻度が高
まっている昨今、それでダムが不要になるとは限らないのではないか。

第9回猪名川部会（矢野委員）

環境のために節水を呼びかけるのではなく、水には限りがあるという警告を出してゆく必要があるのではないか。そのための
手段として、水道料金の値上げが考えられる。

第9回猪名川部会（細川委員）

水道料金の多少値上げしても節水にはつながらないという報告もある。
第9回猪名川部会（池淵部会長
代理）

節水目標を決める際には、ぎりぎりの目標を掲げるのではなく、渇水や災害といった非常時に備えて、ある程度余裕を持っ
た目標を立てる必要がある。

第9回猪名川部会（池淵部会長
代理）

水利用については、平常時と渇水時を分けて考えなければならない。平常時は、ある程度実現可能性を検討されているで
あろう自治体等による節水の努力目標を参考にしてみてはどうか。

第9回猪名川部会（吉田委員）

ある程度の渇水は受忍してゆく必要があると思うが、渇水時にも病院のような緊急性を要する箇所に水が供給されるシステ
ムをつくっておかなければならない。

第9回猪名川部会（田中哲委員）

断水や渇水等の緊急時の水源として地下水を確保しておく必要がある。 第9回猪名川部会（畚野委員）

地下水は近年汚染が進んでおり、水道水としての使用は慎重に考えた方が良い 第9回猪名川部会（矢野委員）

日本の水供給等の公共サービスや治水の水準を、世界的な基準を比較して判断してゆく必要があるのではないか。 第9回猪名川部会（本多委員）

成人するまでに一度も渇水を体験しなければ、節水意識も育たない。一生の間に数回、渇水があってもよいのではないか。 第9回猪名川部会（吉田委員）

環境省や経済産業省だけではなく、箕面市でもアジェンダ21を策定して、節水に向けて取り組んでいる。水を供給する側も
そういった節水の取り組みに歩調を合わせていかなればならない。

第9回猪名川部会（本多委員）

利水について、現在の過大な水需要を前提とした河川管理は、経済の低迷、環境問題と、社会的情勢の変化に対応してい
ない。基本的な考え方の転換という意味からも、出発点で、「水需要管理」ということを出していくべきである。その中でも節水
問題が重要であり、総合利水という考え方からの転換が必要である。用語の使い方にも配慮が必要ではないか。

第13回淀川部会（寺田部会長）

節水型社会を実現するには、節水すれば儲かる仕組みをつくることが大切である。水利権についても縮減によるメリットが生
まれるような経済的、社会的メリットのある仕組みの具体的なイメージを示すことが重要である。

第13回淀川部会（荻野委員）

分散水源として、雨水枡、井戸水などが使用されると、計量できない水が下水に流れていく、公平な下水道料金の負担の方
法なども含めて、分散水源を普及させるためのシステムづくりが必要なのではないか。

第13回淀川部会（山本委員）

節水すれば、水道事業者は損をするが、一般家庭では得をする。税金である部分を賄うなど、仕組みを変える必要があるか
もしれない。

第13回淀川部会（桝屋部会長代
理）

「水需要管理」ということは基本的な柱の部分に書かなければ意味がない。現在も利水に関してはフルプランに基づいて管
理がされている。利水の部分では単なる節水問題ではなく、根本的な理念の転換として、「水需要管理」を基本的施策の柱
として入れる必要がある。

第9回委員会（寺田委員）

環境については、失われたもの、損なわれているものが想像以上に多大であった。 山本委員（No.48 淀）

環境は一度破壊されるとなかなか原状回復できないので、事前に歯止めをすることが重要である。 第８回淀川部会（田中(真)委員）

６－３水利用
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河川整備計画の「環境」という言葉を「自然」に変えてほしいと思っている 第８回淀川部会（紀平委員）

これ以上（種）を絶滅させてはならない。現在残っている琵琶湖・淀川水系の固有種をこれ以上一種も絶滅させないための
調査と対策。

川上委員（No.11 委淀）

「環境には目標値がない」ということが一番問題ではないかと思う。 第８回淀川部会（山岸委員）

生態系の目標値ができるまでの暫定的な一つの目標値の例として次のようなものが考えられる。樹林化した川に山鳥である
ウグイスが繁殖した例があるが、ウグイスの来ないような健康な生態系にするには、河床を下げることが必要となる。その際、
どの時代の河床レベルまで下げるのか、その理由は何かをこの流域委員会で議論していけば暫定的な目標値になるので
はないか。

第８回淀川部会（山岸委員）

川の生き物が安全に棲める川を復元したい 第８回淀川部会（紀平委員）

川の生き物が安心して増えていく川を残すためには、せめて昭和46年の淀川の基本計画が決定された時期の川には戻し
たい

第８回淀川部会（紀平委員）

河川環境を少しでも元に戻すべく努力する必要がある 第８回淀川部会（渡辺委員）

管理目標となる生態系システムがはっきりすれば目標を立てやすい（いくらインパクトを与えてもそれが吸収され従来の生態
システムが維持されていれば良いシステムと言う考え方が可能だろうか）

第６回琵琶湖部会（江頭委員）

生態システムについて、大きな目標は設定できない。地域毎で考えていく必要があると思う。 第６回琵琶湖部会（小林委員）

「環境」を3本柱の一つとする。「生物多様性の保全」など、いくつかのキーワードを設定し、それに対応する具体策を提案す
る

畚野委員（No.34 猪）

「環境」という言葉には非常に多様な要素が入っており、明文化して目標を立てる必要もあるとは思うが、やりすぎると抜け落
ちるものもある

第６回琵琶湖部会（村上委員）

日本の川は非常に乱雑な外観であるように思う。このようなことにもこだわっていきたい。 第８回淀川部会（荻野委員）

治水・利水については基準が明確であるが、環境はそうではない。今後、環境についての総合的な目標をつくっていくこと
が大切であり、そうしなければ局所的な議論になってしまう。

第3回淀川部会(山岸委員)

たくさんの魚種が海から行き来できるルートの確保、これを「猪名川モデル」にしたい。 第4回猪名川部会(松本委員)

環境を動かない、一定のものだと考えず、動いて行くものだと考える必要がある。 第4回猪名川部会(森下委員)

今後は、村落や行政等の社会組織、地域の生活者からみた場合はどうか等、地域の人々と対話と交流を重ねながら考えて
いく立場（「生活環境主義」）の視点が必要である。

第4回琵琶湖部会(嘉田委員)

琵琶湖全域を詳細に調査した環境ホルモンに関するいくつかのデータを行政は持っていると思うが、正確な指標を把握す
るためには、基礎的な調査の蓄積も必要である。

第4回琵琶湖部会(三田村委員)

漁業関係者等、様々な生業を営んでいる人々が、これまでどのように環境を守ってきたのかについて、今後、議論を行う上
でいろいろと考えていく必要がある。

第4回琵琶湖部会(川那部部会
長)

時代背景によって環境に対する考え方も変わってくるので、いろいろな意味で琵琶湖の総合保全について新しい考え方を
する必要がある。

第4回琵琶湖部会(川那部部会
長)

委員からの情報提供や、一般傍聴者からの意見があったが、それぞれ魚類、鳥類等の立場に立った意見であった。このよう
な意見を、現在、或いは将来の社会システムをどう創っていきたいかという議論の中で、もう一度見直して頂きたい。

第4回琵琶湖部会(江頭部会長代
理)

積極的な自然環境の保全と回復がこれからの環境政策の中で重要なテーマであるとされている。生態系の回復について
は、ある程度の試行錯誤を許容するような順応的管理の導入が重要である。

第5回委員会(鷲谷委員)

生態系の健全性を維持するためには、生物多様性を守るということを一つの重要な視点にしなければならない。 第5回委員会(鷲谷委員)

つり道具の一種であるワームの問題は、環境ホルモンの問題も含めて新たな重要な問題となってきているので、さらに研究
を進める必要がある。

第5回委員会(寺川委員)

遊水池などを整備する前提となる基準を見直してみることによって、工事の方法や規模も変わり、環境を優先できる場合もあ
るのではないか。環境を考慮して計画を立てるべきである。

第5回猪名川部会(本多委員)

人と自然との関わりにおいてはインタープリターが重要であり、整備計画にも位置付ける必要がある。 第5回猪名川部会(本多委員)

人間が自然を復元することは不可能であるので、再生よりも工事の見直しをまず考えるべきである。 第5回猪名川部会(細川委員)

従来の河川の計画は、水の物理的な問題の解決が主であったが、今後は地域によっては水の生物学的問題や環境的問題
が主となる場合もあり、問題の性質が多様化するとともに、議論の前提となる時間軸、空間軸も幅広く意識する必要がある。
このような状況では、統一的な管理目標を設定するよりも、地域ごとに議論を深めて共通の目標を作り上げることが必要であ
る。

第5回琵琶湖部会(仁連委員)

生態系や自然、特に生物について考える場合、短い時間と長い時間の双方を意識して考えることが大切である。 第6回委員会(川那部部会長)

これからは「生態系を中心においた河川管理」こそ大切である、とはっきり断言したほうが面白い。また、そのためには、その
地域にどのくらいの人が住むのが適当なのか、という環境収容能力も考慮するべきである。

第6回委員会(川那部部会長)

川そのものは広範な生態系、水と密接に繋がっているため、人間が住む場や河川流量、地下水等も含めた水賦存量を考え
た上で、川はどうあるべきかを考える必要がある。

第6回委員会(宗宮委員)

環境を考えるに当たって、その範囲を河道からどこまで広げる必要があるのか。
第8回猪名川部会（池淵部会長
代理）

国土交通省では「環境」をどう捉えているのか。環境を人類社会の存続という観点から考えるのではあれば、河川管理者は、
治水によって人の命を守らなければならないのと同様に、河川の中でできる環境への取り組みを事業として位置づけていか
なければならない。

第8回猪名川部会（本多委員）

環境とは河川の生産力のことである。国土交通省は、かつて川が有してた漁獲量のポテンシャルを取り戻すことを目標にす
べきである。

第8回猪名川部会（田中委員）

「食べられる」というのは環境を評価するうえでの重要なファクターである。食べられる魚が育つ川の環境を取り戻していかな
ければならない。

第8回猪名川部会（松本委員）

これまでは200年に１回の豪雨を目標に流量を計算し、一番スムーズに水の流れる河道の形態として、低水路の真ん中を
掘って矩形断面にするという計画で工事を進めてきた。しかし、このことによって、川の中で水の流れないドライな部分と水の
流れるウエットな部分ができてしまった。この非連続な断面が生態系に深刻な状態をもたらしている。

第10回淀川部会（河川管理者）

豊かな森林と開発された地域では流出係数に違いがでるなど川以外の部分が河川に及ぼす影響は大きい。川を線だけで
見ず、流域の環境保全をテーマとして取り上げていかなければならない。目に見えない水という観点が大事である

第12回淀川部会（田中真澄委
員）

猪名川は上流と下流の距離が短く、景観が次々と変化してゆく。地域ごとの景色の違いを大切にしていかなければならな
い。

第9回猪名川部会（松本委員）

生物の生息に適する水環境の確保では、水量と水質よりも、川底に砂や水草があるか、といった点の方が重要である。資料
終ページの指標に、砂の底がある範囲や水草の生えている範囲の比率についても含めるべきである。

第8回委員会（倉田委員）

環境は金銭では評価できないのではないか。かといって、金銭評価をしなければ、洪水時の被害コストを算出できないことも
確か。ここに問題点があるのではないか。

第10回猪名川部会（田中委員）

治水、利水と違って環境については、まだ利益とコストの負担関係が明確になっていない。相反する3つの目的に対して、適
切な利害調整を行う必要があることを念頭にいれておく必要がある。

第11回琵琶湖部会（仁連委員）

７．環境
（前頁からの
続き）
（次頁へ続く）

７－１方向性、考え方
（前頁からの続き）
（次頁へ続く）

15 



御御御意見、提案の内容御意見、提案の内容 者者提案者提案者

これまでの意見とりまとめ案に、「ゾーニング」という記述があるが、生態系や生物の立場に立って考えた場合、私はゾーニン
グという方法が必ずしも良いとは思わない。

第11回琵琶湖部会（村上委員）

陸上で行われる様々な営みが琵琶湖の湖底環境に与える影響については、まだ調査研究が終わっておらず、はっきりとし
た結論を出せないものがある。科学的にまだ解明されていないことについて、どういう位置づけにするか、課題がある。

第11回琵琶湖部会（中村委員）

琵琶湖の湖底や水質の変化について現状では客観的な結論は出せない。これまでに得た情報を踏まえてどう判断するの
かは、社会的な意思決定の問題であるが、今はまだその前段階である。流域委員会として何らかの結論を示すなら、合意を
得、それにいたった経緯をきっちり説明できるようにしておくべきであると思う。

第11回琵琶湖部会（中村委員）

琵琶湖の水質について言えば、ここ20年は有害物質の流入が減ってはいるが、それで生態系が回復しているわけではな
い。健全な生態系を回復するためには数十年のタイムラグがあるということの理解が必要。

第11回琵琶湖部会（西野委員）

河口の汽水域は 初に溶存酸素がなくなると予想され、環境面で一番センサーになりやすい場所である。淀川部会の議論
の対象範囲に入れるべきではないか。

第13回淀川部会（和田委員）

環境モニタリングはこれまでも行政によって全国的に調査されているが、川に張り付いて生活している人が継続的にモニタリ
ングする河川レンジャーのようなものが今後重要である。正確な水質調査には資金もかかることから、継続的に研究者や市
民団体、住民が参加してモニタリングできるようなシステムが望まれる。

第13回淀川部会（川上委員）

環境教育が河川の環境を改善していくのに、安価で効果的な方法であるという議論があったが、項目として挙がっていな
い。また、河川レンジャーの資格認定と権限付与とあるが、法的な権限等についても言及すべきである。

第13回淀川部会（山本委員）

水質・水量・土砂量の適正化が保たれれば景観は自然につくられる。 第13回淀川部会（有馬委員）

既に失われてしまったものを本来あるべき姿に復活させるため、人工的に手を加えるというのは、１つの手法としてあり得る。
「淀川らしい景観の復活・創造を進める」という項目には、１つ意味があると思う。どのような景観、どのような手法ということが
問題であって、人間が手を加えてはいけないということではないと考える。

第13回淀川部会（槇村委員）

水質・水量・土砂量の適正化は理想であるが、実際問題としてすぐには実現できない。対症療法的ではあるが、人が手を加
えることも進めざるを得ないのではないか。

第13回淀川部会（原田委員）

基本は「水質・水量・土砂量」の適正化で、自然が自ら再生できる状態を作ることにある。人工的な装置を作るのではなく、高
水敷に水が上がる等の適正化が必要なのである。どの部分に人間の手を加えるのかが重要である。

第13回淀川部会（有馬委員）

治水、利水に比べ、環境の目標設定については、遠い目標をどこへ置いて議論すればいいのか明確ではない。流域ごとに
目標とすべき状態に差があると考える。

第9回委員会（江頭委員）

・治水や利水の結果、エコトーンやワンドの消失、水辺の単調化、水域ネットワークの遮断など、生物の生息環境が悪化して
いる所が多い。これを復元し、保全しなければならない。

芦田委員長（No.1 委）

・低水路の洪水流下能力の増大により、高水敷に冠水する頻度が減少し、高水敷の陸域化が生じ、河川の生態系に変化が
生じている。これを復元し、保全しなければならない。

芦田委員長（No.1 委）

自然環境モニタリング 川上委員（No.11 委淀）

自然の調査は事業を遂行するため→自然の調査は，河川全体を管理するため（事業に関係なく，河川をよりよく管理するた
めの情報を常に収集する。事業の事後評価をする）。
・長期に継続したモニタリングの拡大
・漁業対象種もふくめ，より多くの生物種についての調査の充実と結果の蓄積

原田委員(No.31 淀)

外来生物の駆除 川上委員（No.11 委淀）

竹林の生育する自然堤防の脆弱化、ビオトープの質の悪化、生態系としての河畔林の構造的・機能的低下などが懸念さ
れ、早急な整備が必要とされている。竹林の保全については、タブ林や落葉樹林とは全く異なり、強い人間のかかわりとして
の維持管理が不可欠である

小林委員（No.17 琵）

淀川水系上流域までの魚（アユ）の天然溯上をよみがえらせる、
・魚ののぼりやすい川づくり（魚道の設置）
・既存の溯上困難、溯上不可能なものの改修も含めた魚道の整備

渡辺委員(No.53 淀）
川上委員（No.11 委淀）

井堰の統合を推進し、新しい井堰に有効な魚道を設置 川上委員（No.11 委淀）

魚道は魚が遡るだけでなく、魚が下降（流下）できるようなものであってほしい。 渡辺委員(No.53 淀）

琵琶湖・淀川水系の持つ歴史的な重さを考えると、流域全体で生物がどのような状態にあるのかを把握し、絶滅させないた
めにどうすべきかを考える必要がある。

第4回委員会(谷田委員)

ひとつの環境指標になる水鳥の生息環境を整えていくために水草帯、河畔林等の整備が重要である。 第4回琵琶湖部会(村上委員)

生物多様性を脅かし、生態系の健全性を失わせるものとして外来種の問題はとても大きく、その対策が重要である。 第5回委員会(鷲谷委員)

遊水池や湖沼を質の良いウェットランドにするなど、地球規模の大きな生態系ネットワークの保全への貢献も重要である。 第5回委員会(鷲谷委員)

河川の植物の一番の問題点である帰化植物を除去して、由来のはっきりした在来植物を植えることは、自然の復元・回復と
いった点から考えても、大きな意味があるだろう。

第6回猪名川部会（服部委員）

本来の植生を再現するためにある程度の洪水を許容すべきだ。 第8回琵琶湖部会（寺川委員）

生態系のため、冠水頻度の高い高水敷を増やそうとすれば、川の中の断面の修正、修復をすべきである。高水敷に水を流
すためにダムの管理能力をパワーアップするのは、結局、川を拘束する従来の河川管理のやり方と同じではないか。

第10回淀川部会（河川管理者）

現在の淀川にも、いわゆる生態系といえるものは存在する。しかしそれは、川とは関係のない草や外来種などの生態系であ
る。日本の川らしい草むらができるのが本来の川のあるべき姿と考えている。川のあるべき姿とは、川に水が走って瀬や淵を
つくる、高水敷に水が走ってヨシ原をつくる、その水の働きによって自然にできあがるものである。水にやらせるしかない。

第10回淀川部会（有馬委員）

高水敷に水が流れていないために生態系がだめになったということだが、高水敷に水が流れるよう人為的にダムの操作すれ
ば、河道の構造を変えずとも、生態系はある程度回復するのではないか。

第10回淀川部会（原田委員）

治水安全度を確保したうえで、本来の川らしい自然を取り戻すためには、高水敷の切り立った矩形断面構造を斜面にして
水際にすりつけ、多様な生物が生存する「水辺」をつくればいい

第10回淀川部会（有馬委員）

ダム問題は推進側と反対側で出てくる数値に恐らく違いが出てくる。この違いの中でどう現実をみていくかが重要である。 第11回淀川部会（塚本委員）

淀川本川は天ヶ瀬ダム、瀬田の洗堰の操作の影響を受け、季節に関係のない出水がおこり、生態系に大きな影響を与えて
いる。

第13回淀川部会（紀平委員）

河畔林についての記述があいまいである。作る場所は堤内地なのか堤外地なのか、あるいは植栽するのか、自然にまかせ
るのか、それぞれ機能が異なる。きちんと仕分けして考えることが必要である。例えば堤外地に竹林ができると、洪水時には
竹林によって流速が緩和され、滞水時間が長くなり、堤防への負担が増す等も考慮すべきである。

第13回淀川部会（大手委員）

ブラックバスが有害なのではなく、ブラックバスが育つような淀川の状況を問題にすべきである。 第13回淀川部会（有馬委員）

ブラックバスは浅瀬では天敵のアオサギなどの鳥類に捕獲されやすい。川を緩斜面の氾濫原があるような河川に戻していく
ことで、ブラックバス等の外来魚は減少し、逆に増水という刺激で産卵する在来魚は、増水によって広い浅瀬ができることで
増殖する。外来魚の捕獲よりもはるかに現実的な対策といえる。

第13回淀川部会（紀平委員）

７－１方向性、考え方
（前頁からの続き）

７－２生物、生態系

７．環境
（前頁からの
続き）
（次頁へ続く）
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上下流住民・行政の連携システム構築による総合的水質改善策が必要 川上委員（No.11 委淀）

ダムなどによる流況調節により、平常時の流量が減少するなど、流況が以前に比してかなり変化し、生態系に影響が生じて
いる所がある。好ましい流況のあり方を検討して、それを確保するように努めなければならない。

芦田委員長（No.1 委）

ダムの水質改善 川上委員（No.11 委淀）

合理的な下水道政策が必要～はやい・安い・きれい・住民合意 川上委員（No.11 委淀）

1,700万人の飲料水を供給する琵琶湖・淀川水系については、MTBEのような新しい汚染物質に対して、早期に対策をする
必要があるのではないか。

第4回委員会(寺川委員)

猪名川は都市河川の中でこれほど優等生はいないというほど良くなっているが、今のような調査方法ではそれが表現できな
い。表現できるような項目を選び直さなければならない。

第4回猪名川部会(森下委員)

湖底が将来無酸素状態になると、植物プランクトンの大増殖が起きる可能性があるので、今後も湖底の状態をモニタリングし
ていく必要がある。

第4回琵琶湖部会(西野委員)

湖底の生物環境を改善するためには、栄養分の流入をストップすることと、地球温暖化防止が改善策として挙げられる。 第4回琵琶湖部会(西野委員)

分断されてしまった水田と湖、内湖などをつなぐことによって、例えば休耕田を湖岸に集める等魚類の移動等を促進し、生き
物のにぎわいを取り戻すことを提案する。

第4回琵琶湖部会(嘉田委員)

硝酸濃度が湖面と湖底で同じになる11～３月頃に琵琶湖の水を淀川を通して流すことで琵琶湖の水質を改善できる。 第4回琵琶湖部会(三田村委員)

かつての琵琶湖にはヨシ帯以外にも様々な産卵場所があった。コンクリートの護岸やダムによって水が切断される等の人工
的な環境も魚類減少の要因になっている。全体の生態系が変わってしまったこと等、ヨシ以外の要因も考える必要がある。

第4回琵琶湖部会(一般傍聴者)

 行政の水質調査は頻度が低く、時間帯や天候について充分な配慮がされていない。24時間調査を行う等、きめ細かな調
査を行うべきである。

第7回淀川部会(川上委員)

現在の水質調査では、表層水のみを調査しているが、中・下層水の調査も行うべきである。その際には国土交通省だけでは
なく、農林水産省や地域の住民も含めて、水質に加え生物の調査も行えばよい。

第7回淀川部会(紀平委員)

水質汚染問題を考える際には、年平均で考えるのではなく、一時的、局所的な部分も考慮しなければいけない。量も重要で
あるが、それとともに質の管理をきちんと行うことが、今後の課題である。

第5回琵琶湖部会(寺川委員)

農業排水による泥水が魚の餌となるプランクトンの発生を阻害し、漁獲量の減少につながる要因となっていると思われる。特
に、圃場整備が始まる前とその後三十数年を比べると、漁獲量は４分の１に減少しており、流域委員会で何が要因であるの
か検討して頂きたい。

第5回琵琶湖部会(一般傍聴者)

濁水の問題等について農業関係の研究機関等、委員以外の様々な機関からも情報提供して頂いて、議論することが重要
ではないか。

第5回琵琶湖部会(中村委員)

30年間で琵琶湖の浅い部分の泥質が多くなり、侵食によって陸上の単に濁水の問題だけでなく、河川改修が琵琶湖に及ぼ
す影響等、関連する一連の流れを議論する必要があるのではないか。また、湖の浅い場所の生態系への影響も議論した方
が良い。

第5回琵琶湖部会(西野委員)

濁水の発生源は流域上流の山腹の裸地などであり、河川堆積した土砂は河道にたまり、洪水によって発生した濁流は流域
下流まで流れる。このため、濁水の物理的な側面について説明するにあたっては、流域全体で考える必要がある。

第5回琵琶湖部会(江頭部会長代
理)

農業排水等について、濁水の何が問題であるか十分整理されていない。解決策の方向性を示すため、流域委員会で議論
する必要があると思う。

第5回琵琶湖部会(西野委員)

例えば水質の問題にしても、人間には許容範囲であっても、魚には許容範囲でないこともあるから、人間の視点だけではな
く、魚の視点からも考える必要があるのではないか。

第5回琵琶湖部会(松岡委員)

現在行われている水質調査には問題があることを念頭におき、調査した結果を住民に知らせ、住民が水を利用する際に、
その水質状況がわかるようにするべきである。

第6回委員会(宗宮委員)

リアルタイムな水質の状況を、住民に知らせ見てもらい、新たな水質指標をつくれば,河川側からみた水質のあり方はどうある
べきか、浮かび上がってくるのではないか。

第6回委員会(宗宮委員)

地域住民の判断基準は、環境基準やCOD、BODの数値ではなく、ゴミの有無、におい、生物が棲息しているか、つまり五感
で感じることにある。生活者の側から見た新たな水辺評価の基準というものを出していくことが必要である。

第6回委員会(嘉田委員)

水質については、手が洗えるか、飲めるか、といった五感で感じる表現、或いはアユが棲めるか、コイしか棲めないかといっ
た子供にもわかりやすい表現で行政の水質データも発表するような形にしてはどうか。

第6回委員会(川上委員)

水質の問題には、統一された評価基準が存在しない。さまざまな立場の水利用者がそれぞれの基準で良い悪いの判断を
行っている。評価基準をどこに置くのかがポイントである。

第8回琵琶湖部会（宗宮委員）

水量と汚濁の関係を考えると、水の利用量を減らさねば琵琶湖の水質改善はありえない。利用者自身の責任を明確化し、リ
サイクルに向けてどれだけ努力ができるかが問題である。そのためには、環境教育の推進をはじめ、場合によっては人の行
動規範そのものの抑制をも検討すべきである。

第8回琵琶湖部会（宗宮委員）

公的機関で測定されている情報は一般の人にも分かる形で提供することが必要である。 第8回琵琶湖部会（宗宮委員）

低下した琵琶湖の自浄機能を回復するため、誰が責任を持つのか、費用はどうするのか、生態変化事象に対して誰が正確
に監視し、それをどう評価するのかなどをさまざまな尺度、判断、考え方を取り入れて検討する必要がある。

第8回琵琶湖部会（宗宮委員）

ダム湖の存在が少なからず猪名川の水質に影響を与えている。今後も、余野川ダムや水と緑の健康都市計画によって、猪
名川全体の水質が悪化する可能性がある。

第9回猪名川部会（吉田委員）

ダム湖は水質を悪化させていると考えられているが、例えば、選択取水装置の効果的な運用や酸素供給による湖水浄化に
よって、ダム湖で水質を改善することも可能である。

第9回猪名川部会（矢野委員）

猪名川では、浄化した水を上流から流して水を循環させる取り組みがおこなわれているということだが、炭を河床に入れる等
をして、できるだけエネルギー消費の少ない浄化施設を考えてゆかなければならない。

第9回猪名川部会（本多委員）

炭による水質浄化は、日常生活だけではなく、大規模な水質処理施設でも十分流用可能なので、取り組んでみてはどうか。
炭が大量に必要になってくれば、炭焼きの伝統技術の養成、炭の原料確保のための森林の管理、源流部の管理にも繋
がってゆくのではないか。

第10回猪名川部会（本多委員）

琵琶湖の水質の悪化等、これまでの研究で分かってきたデータを示した上で「検討をする必要がある」という表現を使った方
が良いと思う。

第11回琵琶湖部会（川端委員）

水生生物にとっては底質が も重要であり、特に、貝や水生昆虫は底質の悪化によって激減している。上水だけでなく底質
を監視していくことが重要である。

第13回淀川部会（紀平委員）

河川を大型化、直線化し、魚道等を作っても水が切断されている状態では河川本来の働きをしているとはいえない。 第4回琵琶湖部会(松岡委員)

河川の中に樹林が成長したのは、河床低下により中洲が冠水しなくなったことに加えて、高水敷に水が浸からなくなったこと
も原因である。樹林の成長抑制には、若草山の山焼きと同様、高水敷を水が洗うことが必要である。

第9回淀川部会(有馬委員)

高水敷については取り払えというのではなく、少し切り下げて緩斜面をつけることで、浅い水辺、水際を再生し、魚たちが産
卵し小さい時期を過ごすことが出来るようにようにすべきである。

第9回淀川部会(紀平委員)

深さが均等で瀬や淵のない川に生物は棲まないため、今後は生物が棲める瀬と淵のある川が必要である。 第9回淀川部会(倉田委員)

スーパー堤防の問題点は、コストと、その地域の暮らしや風土の違いをどこまで考慮できるか、といった点にあるだろう。 第10回淀川部会（塚本委員）

７－３水量、水質

７．環境
（前頁からの
続き）
（次頁へ続く）

７－４河川形状
（次頁へ続く）
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スーパー堤防をつくっていくならば、スーパー堤防とそうでない堤防との格差をできるだけ少なくしなければ、被害が集中す
る箇所ができてしまうのではないか。

第10回淀川部会（川上委員）

冠水頻度の高い高水敷を増やそうとすれば、川の中の断面の修正、修復をすべきである。高水敷に水を流すためにダムの
管理能力をパワーアップするのは、結局、川を拘束する従来の河川管理のやり方と同じではないか。

第10回淀川部会（河川管理者）

治水安全度を確保したうえで、本来の川らしい自然を取り戻すためには、高水敷の切り立った矩形断面構造を斜面にして
水際にすりつけ、多様な生物が生存する「水辺」をつくればいい

第10回淀川部会（有馬委員）

高水敷は堤防本体が弱いために作られているが、スーパー堤防にすれば高水敷で堤防を守る必要がなくなり、複断面構造
を回避できる。

第10回淀川部会（谷田委員）

河川が蛇行することによって瀬と淵が生まれ、そこに生物や植物の生育環境ができあがっていた。今ある瀬や淵は絶対に壊
してはならないし、もし可能なら、自然な洪水によって瀬淵構造を再生するべきだと思う。

第8回猪名川部会（田中委員）

ダム以外の方法を含めて、十分検証の必要がある 畚野委員（No.34 猪）

銀橋掘削計画の狭窄部でカヌーとラフテイングを楽しみ、目の前の川でお魚遊びをする仕掛けの確保と再創造 田中（哲）委員（No.20 猪）

猪名川の堤防に生えている植物の影響で、花粉症に悩まされている住民がいる。堤防のそばに住む人間に対して、治水、
利水だけでなく、毎日の生活との関わりも重視してもらいたい。

第1回猪名川部会(細川委員)

氷室のように、今は必要なくなった技術でも、次の世代のために残した方が良い技術を伝えていくことも必要である。 第5回猪名川部会(本多委員)

政治的なプロセスを経て法律のもとで決定されてきたことの経緯と、我々が議論していること、流域委員会で出す結論との関
係を認識する必要がある。その場合、当事者を含めた多方面からの情報提供が必要となる。行政法上の解釈も念頭に入れ
た議論が必要である。

第5回琵琶湖部会(中村委員)

流域委員会で結論が出ない諸問題について、流域委員会としてどのようなアウトプットを出すのか、また、ＮＧＯ等が有効に
機能するための仕組みや具体的提案まで流域委員会で議論する必要があるのか、はっきりさせておいた方がよい。

第5回琵琶湖部会(中村委員)

森林、気象、河床、ダム、湖底の水質等の問題を一連の話として、脈絡を追ってプレゼンテーションされないと全貌がわから
ない。丹生ダムをめぐる現状と、琵琶湖全体に与える影響の可能性について河川管理者も含めたセッションを行い、委員会
として効率的に詰めていく必要がある。

第6回委員会(中村委員)

河川管理者は具体的な数値に基づいて計画している。理念を変えるなら、数値も変わらなくてはならないが、河川管理者は
数値のところの議論まで流域委員会に委ねているのか。また、猪名川のように、上流と下流は府や県の管理区間であるな
ど、数値については府や県とも整合性を持たせる必要がある。流域委員会でどこまでできるのかをはっきりさせることが重要
である。

第6回委員会(吉田委員)

早急に治水工事が必要な箇所については、その方向性を決めてゴーサインを出すのも、この流域委員会の役目ではない
か。

第10回淀川部会（山本委員）

間違いも今後の教訓として生かすという観点から、提言のどの部分ができて、どこができなかったか、また、できなかった理由
等が見えるようにすることが、提言をするという行為に、必ず含まれるということを、この委員会をきっかけに常識となるように
明記したい。

第8回委員会（尾藤委員）

どこかモデル地域を取り上げ、そこで理論、実践、現場での問題が見えるような取りまとめをする方が、次の展開を考える上
では良いと思う。

第11回琵琶湖部会（嘉田委員）

直轄区域とそれ以外のところをどう捉えて評価をしていくか、そこに現行法の限界を感じる。流域委員会としてどこまでのこと
を決めることができるのか、どうもわだかまりを感じる。

第11回琵琶湖部会（寺川委員）

直轄であっても、そうでなくとも、ひとつの川は一本として見なければならないし、全てがつながっている。わだかまらずに
言っていくことが大切。

第11回琵琶湖部会（川那部部会
長）

科学者の役割はデータ(判断材料)を出すことである。 終判断は、社会が行うべきである。 第11回琵琶湖部会（嘉田委員）

科学的に根拠がはっきりしていない事柄について、「思い切った政策転換が急務である」と記述するか「思い切った政策転
換を視野に入れた検討が急務である」とするかで違いがある。

第11回琵琶湖部会（中村委員）

淀上流域の 大都市、京都市を貫流する鴨川についても、淀川流域との連続性、環境、下水の面からも重要な川であり、
触れるべきであると思う。

第13回淀川部会（田中真澄委
員）

科学的な情報の共有と情報のスクリーニング 谷田委員（No.21 委淀）

河川整備計画を立てるに当たって留意すべき事項を洗い出し、必要性を検討した上でウェートをつけ、受け止めるべきこと
をどこまで取り入れていけるか点検する。

倉田委員(No.15 委琵）

現状の把握→問題点の抽出→課題の設定→対策の検討 川上委員（No.11 委淀）

部会内にワーキンググループを作る。 和田委員（No.52 淀）

部会ではいろいろなキーワードが出てくるのでグロサリーを作れば委員だけでなく、他の人々にも便利。 谷田委員（No.21 委淀）

会議は十分時間をとって、土日でもよいので５～６時間は欲しい 紀平委員(No.14 淀）

本委員会・部会でいま何が話し合われているか、広報は充分か。今後スポットで身軽に住民意見を汲み上げる公聴会の開
催が必要。

山本委員（No.48 淀）

時間レベルを踏まえて問題を設定し、選択していかなければならない。非常に長い時間の単位で影響が出てくるものほど早
く検討しなければならない

第８回淀川部会（槇村委員）

中身を議論した後に枠組みを作り直す方がより具体的になる
第６回琵琶湖部会（川那部部会
長）

今後の議論を具体的に進めていくためには、モデルケースを設定して、治水、防災、環境にわたるバランスまで考え、本当
に実のあるエッセンスを取り出してゆく必要がある。

第10回淀川部会（川上委員）

河川管理者や住民を含めて、緊急性がある箇所の現状を見ながら検討していくことも大事ではないか。 第10回淀川部会（塚本委員）

検討においては，「（来年度までに求められている）河 川整備計画策定について」と「（今後もずっと継続する），具体的な河
川管理に関 する意思決定」については，区別したほうがよい。

原田委員(No.31 淀)

対策の検討は以下の視点で行う
・ハード、ソフト ・重要度・優先度・緊急性 ・効果と評価 短期／長期的効果と評価
・コスト・社会的合意 ・社会的影響：プラス／マイナス ・維持管理 ・パートナーシップ

川上委員（No.11 委淀）

利用や環境改善を考えるとき，「現状をベースになにができるか」という視点に 終的にはたたざるをえないのだが、「原始の
自然があってそれを開発（利用）する としたら，どこまでが許されるか，どういうふうに開発・利用するか」という逆の 視点から
考えてみることが必要。

原田委員(No.31 淀)

少しでも報道関係者に参加してもらい、一人でも二人でも住民の声をくみ上げられるような場づくりをしていくことが大切だと
思う

第８回淀川部会（田中(真)委員）

住民に認識された、開かれた会合になっていない。この事実をしっかりと捉えて頂かないと、「住民意見の聴取」といっても本
当の意見は出てこないと思う

第６回琵琶湖部会（一般傍聴者）

河川の縦の連続性を阻害するものである井堰のことや、農水省など他省庁に関わる問題である用水路と水田の落差等につ
いても、この中間とりまとめに含めてよいのか。

第8回猪名川部会（池淵部会長
代理）

９－１方法

９－２視点、考え方

９．委員会、部
会における検
討の進め方

７－４河川形状
（前頁からの続き）

７．環境
（前頁からの
続き）

８．その他
（次頁へ続く）
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